
 

静 岡 県 立 大 学 学 則 

 

平成19年4月1日 規則第33号 

改正 平成19年11月１日、平成20年４月１日、平成20年７月24日 

平成20年７月28日、平成21年４月１日、平成22年４月１日 

平成23年４月１日、平成24年４月１日、平成25年４月１日 

   平成26年４月１日、平成27年４月１日、平成28年４月１日 

平成29年４月１日、平成29年12月27日、平成30年４月１日 

平成30年11月28日、平成31年４月１日、令和２年３月１日 

令和２年４月１日、令和２年９月10日、令和２年12月１日 

   令和２年12月24日、令和３年４月１日、令和３年７月１日 

令和３年10月１日、令和４年４月１日、令和５年４月１日 

令和６年４月１日         

   第１章 総則 

    第１節 目的 

 （目的） 

第１条 本学は、学術の中心として、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研

究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、時代の要請と地域社会の要望

に応え得る有為な人材を育成し、併せて開かれた大学として優れた教育・研究

の成果を地域に還元し、もって文化の向上と社会の発展に積極的に寄与するこ

とを目的とする。 

    第２節 組織 

 （学部） 

第２条 本学に、次の学部・学科を置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (人材養成等教育研究上の目的) 

第２条の２ 本学各学部における人材養成等教育研究上の目的は、次のとおりと

する。 

 (1) 薬学部 

薬 学 部   薬 学 科 

   薬 科 学 科 

食 品 栄 養 科 学 部   食品生命科学科 

   栄養生命科学科 

 環境生命科学科 

国 際 関 係 学 部   国際関係学科 

   国際言語文化学科 

経 営 情 報 学 部   経営情報学科 

看 護 学 部   看 護 学 科 



 

薬科学科（４年制）は、生命倫理を基盤としつつ、創薬や生命現象の解

明を指向する独創的な科学研究を通して、人類の健康長寿にグローバルに

貢献できる卓越した薬学者を育むための薬学基礎・専門教育を行う。薬学

科（６年制）は、薬剤師としての臨床能力および倫理観を修得し、医療薬

学に根ざした研究者や高度専門職薬剤師として、医療の質向上を通して人

類の健康長寿に貢献できる先導的な人材を育むための薬学基礎・専門教育

を行う。 

 (2) 食品栄養科学部 

食品・栄養・環境に関する基礎知識及び関連する基本的技術を習得し、

「食と健康」に関する科学の発展と実践に貢献できる人材を養成する。 

 (3) 国際関係学部 

グローバル化に対応するために、多様な言語・政治・経済・文化等を理

解・尊重し、国際社会において活躍できる人材を養成する。 

(4) 経営情報学部 

情報処理能力とマネジメント力を兼ね備えた、企業や地域社会に貢献す

ることができる人材を養成する。 

(5) 看護学部 

少子高齢社会の健康の護り手として人々の生活を支援するため、確かな

看護判断能力と実践能力を身に付け、他専門職と協働して健康上の課題に

創造的に対応できる人材を養成する。 

 （大学院） 

第３条 本学に、大学院を置く。 

２ 大学院に関し必要な事項は、別に定める。 

 （研究施設の附置） 

第４条 本学に、次の大学又は学部附属の研究施設を置く。 

 

      

 

 

 

 （附属図書館） 

第５条  本学に、附属図書館を置く。 

 （健康支援センター） 

第６条  本学に、健康支援センターを置く。 

 （情報センター） 

第７条  本学に、情報センターを置く。 

 （言語コミュニケーション研究センター） 

第７条の２ 本学に、言語コミュニケーション研究センターを置く。 

生活科学研究センター（以下「研究センター」という｡) 

薬 学 部   薬草園 

   薬学教育・研究センター 

看 護 学 部   看護実践教育研究センター 



 

 （男女共同参画推進センター） 

第７条の３ 本学に、男女共同参画推進センターを置く。 

 （グローバル地域センター） 

第７条の４ 本学に、グローバル地域センターを置く。 

 （「ふじのくに」みらい共育センター） 

第７条の５ 本学に、「ふじのくに」みらい共育センターを置く。 

 （事務局） 

第８条 本学に、大学の事務を管理するため、事務局を置く。 

 （学生部） 

第９条 事務局に、学生の厚生補導に関する事務を管理するため、学生部を置

く。 

 （併設短期大学） 

第10条 本学に、短期大学を併設する。 

    第３節 職員組織 

 （職員） 

第11条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員

を置く。 

２ 前項に定める者のほか、副学長その他必要な職員を置くことができる。 

 （学長） 

第11条の２ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

(学部長及び副学部長） 

第12条 学部に学部長を置き、その学部の教授をもって充てる。 

２ 学部に副学部長を置き、その学部の教授をもって充てる。 

３ 学部長及び副学部長に関し必要な事項は、別に定める。 

(研究施設の長） 

第13条 附属研究施設に施設の長を置き、研究センター又は当該学部の教授若し

くは准教授をもって充てる。 

２ 研究施設の長に関し必要な事項は、別に定める。 

 （附属図書館長） 

第14条 附属図書館に館長を置き、教授をもって充てる。 

 （健康支援センター長） 

第15条 健康支援センターにセンター長を置き、教授をもって充てる。 

（情報センター長） 

第16条 情報センターにセンター長を置き、教授をもって充てる。 

 （言語コミュニケーション研究センター長） 

第16条の２ 言語コミュニケーション研究センターにセンター長を置く。 

 （男女共同参画推進センター長） 

第16条の３ 男女共同参画推進センターにセンター長を置き、教授をもって充て



 

る。 

（グローバル地域センター長） 

第16条の４ グローバル地域センターにセンター長を置く。 

 （「ふじのくに」みらい共育センター長） 

第16条の５ 「ふじのくに」みらい共育センターにセンター長を置く。 

 （事務局長） 

第17条 事務局に事務局長を置き、事務職員をもって充てる。 

 （学生部長） 

第18条 学生部に学生部長を置き、教授又は事務職員をもって充てる。 

 （学長補佐） 

第19条 本学に、学長の職務を補佐するため、学長補佐を置くことができる。 

２ 学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。 

 （名誉教授） 

第20条 本学に多年勤務し、教育上、学術上功績のあった者に名誉教授の称号を

授与することができる。 

２ 名誉教授の称号の授与について必要な事項は、別に定める。 

    第４節 教授会及び委員会 

 （教授会） 

第21条 学部及び研究センターに、教授会を置く。 

２ 教授会に関し必要な事項は、別に定める。 

 （委員会） 

第22条 本学に、大学全体に関する事項について審議するため、広報委員会その

他の委員会を置くことができる。 

２ 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

    第５節 学年、学期及び休業日 

 （学年） 

第23条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

 （学期） 

第24条 学年を次の２学期に分ける。 

   前学期 ４月１日から９月30日まで 

   後学期 10月１日から翌年３月31日まで 

 （休業日） 

第25条 休業日は、次のとおりとする。 

 (１) 日曜日 

 (２) 土曜日 

 (３) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第1 7 8    号）に定める休日 

 (４) 本学の開学記念日  ４月20日 

 (５) 春期休業  ３月21日から４月３日まで 



 

 (６) 夏期休業  ８月15日から９月15日まで 

 (７) 冬期休業  12月29日から翌年１月５日まで 

２ 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

   第２章 学部通則 

    第１節 収容定員 

 （収容定員） 

第26条 収容定員は、次のとおりとする。 

学   部 学    科    入学定員   収容定員 

薬学部 

 

薬学科 

薬科学科 

８０(人)

４０

４８０(人)

１６０

食品栄養科学部 

 

食品生命科学科 

栄養生命科学科 

環境生命科学科 

２５

２５

２０

１００

１００

８０

国際関係学部 

 

国際関係学科 

国際言語文化学科 

６０

１２０

２４０

４８０

経営情報学部 経営情報学科 １２５ ５００

看護学部 看護学科 １２０

（1年次入学）

２５

（3年次編入学）

５３０

計  ６４０ ２，６７０

    第２節 修業年限及び在学年限 

 （修業年限） 

第27条 学部の修業年限は、４年とする。ただし、薬学部薬学科の修業年限は、

６年とする。 

 （在学年限） 

第28条 学生は、８年（薬学部薬学科の学生にあっては、４年次終了までに８

年、６年次終了までに12年）を超えて在学できない。ただし、第34条第１項の

規定により入学した学生 又は第47条第１項の規定により転学部若しくは転学

科した学生は、それぞれ第34条第２項又は 第47条第２項の規定により定めら

れた在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在学できない。 

    第３節 入学 

 （入学の時期） 

第29条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、次条第１項第３号から第５

号までに該当する者（第５号にあっては、国際バカロレア資格を有する者で満

18歳に達した者に限る｡)並びに第34条に規定する者については、学期の始めと

することができる。 



 

 （入学資格） 

第30条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

 (3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準

ずる者で文部科学大臣の指定した者 

 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして認定

した在外教育施設の当該課程を修了した者 

 (5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上あることその他の文部科学大

臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するも

のを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 

 (6) 文部科学大臣の指定した者 

 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による

高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検定規程（昭和26年

文部省令第13号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

 (8) その他大学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者 

 （入学の志願） 

第31条 本学への入学を志願する者は、所定の期日までに入学願書に所定の入学

検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。 

 （入学者の選考） 

第32条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

 （入学手続き及び入学許可） 

第33条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日まで

に、宣誓書、身元保証書その他所定の書類を提出するとともに、別に定める場

合を除き、所定の入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

  （編入学、転入学及び再入学） 

第34条 次の各号の一に該当する者で、本学への入学を志願する者があるとき

は、若干名（看護学部への編入学の場合にあっては第26条に規定する編入学の

定員）に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

 (1) 大学を卒業した者又は退学した者 

(2) 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所

を卒業した者 

(3) その他大学において、相当の年齢に達し、短期大学を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の

取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て、学部長が決定す



 

る。 

３ 編入学、転入学及び再入学に関し必要な事項は、別に定める。 

    第４節 教育課程及び履修方法等 

 （授業科目） 

第35条 授業科目を分けて、全学共通科目、学部基礎科目及び専門教育科目とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、薬学部にあっては学部共通課程及び専門課程とす

る。 

（単位の計算方法） 

第36条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教

育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するもの

とする。 

 (1) 講義については、15時間の授業をもって１単位とする。 

 (2) 演習については、30時間の授業をもって１単位とする。 

(3) 実験、実習及び実技については、30から45時間の範囲で大学が定める時

間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究及び特別実習については、これらに必要

な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

 （授業期間） 

第37条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたるこ

とを原則とする。 

 （単位の授与） 

第38条 授業科目を履修し、試験に合格した者には、その授業科目の修得を認定

し、所定の単位を与える。 

 （他大学における授業科目の履修等） 

第39条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、

学生が当該他大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単

位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科

における学修及びその他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業

科目の履修とみなし、別に定めるところにより、単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位に

ついては、教授会の議に基づき、合わせて30単位を超えない範囲で卒業の要件

となる単位として認定することができる。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第40条 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に大学又は短期大学にお



 

いて履修した授業科目について修得した単位（大学設置基準（昭和31年文部省

令第28号）第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む｡)を、本学

入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に行った前条第２項に規定す

る学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより、

単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位に

ついては、編入学等の場合を除き、教授会の議に基づき、合わせて30単位を超

えない範囲で卒業の要件となる単位として認定することができる。 

 （成績の評価） 

第41条 授業科目の試験の成績は、秀・優・良・可・不可の５種の評語をもって

表し、秀・優・良・可を合格とする。 

２ 前項のほか、特別の必要があるときは、その他の評語をもって合格を表わす

ことができる。 

 （授業科目の名称及び単位数等） 

第42条 各学部の授業科目の名称及び単位数は、別表Ⅰ及び別表Ⅱのとおりとす

る。 

２ その他必要な事項については、各学部規則の定めるところによる。 

    第５節 休学、転学、転学部・転学料、留学、退学及び除籍 

 （休学） 

第43条 疾病その他特別の理由により２月以上修学することができない者は、学

長の許可を得て休学することができる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休

学を命ずることができる。 

３ 休学の手続に関し、必要な事項は別に定める。 

 （休学期間） 

第44条 休学期間は１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、１年を

限度として休学期間の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して３年を超えることができない。 

３ 休学期間は、第28条の在学期間には算入しない。 

 （復学） 

第45条 休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学するこ

とができる。 

２ 復学の手続に関し、必要な事項は別に定める。 

 （転学） 

第46条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受

けなければならない。 



 

 （転学部・転学科） 

第47条 他の学部又は同一学部の他の学科に転学部又は転学科を志願する者があ

るときは、欠員のある場合に限り、選考のうえ、学長はこれを許可することが

できる。 

２ 前項の規定により転学部又は転学科を許可された者の既に履修した授業科目

及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て、学

部長が決定する。 

 （留学） 

第48条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学部長の許可

を得て留学することができる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第51条に定める在学期間に含めることが

できる。 

３ 第39条の規定は、外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。 

 （退学） 

第49条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

 （除籍） 

第50条 次の各号の一に該当する者は、当該学部教授会の議を経て、学長が除籍

する。 

 (1) 入学料を所定の期日までに納付しない者 

 (2) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

 (3) 第28条に定める在学年限を超えた者 

 (4) 第44条第２項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

(5) 長期間にわたり行方不明の者 

 

    第６節 卒業・学位授与及び資格 

 （卒業） 

第51条 本学に４年又は薬学部薬学科にあっては６年（第34条第１項の規定によ

り入学した者又は第47条第１項の規定により転学部若しくは転学科した者は、

それぞれ第34条第２項又は第47条第２項により定められた在学すべき年数）以

上在学し、各学部規則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、

教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。 

２ 大学設置基準第25条第２項に規定された遠隔授業に該当する授業を履修して

単位を修得した場合、卒業要件単位に含めることのできる遠隔授業の単位の上

限は60単位とする。 

３ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 （学位授与） 

第52条 卒業者には、学士の学位を授与する。 

２ 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 



 

 （卒業の時期） 

第53条 卒業の時期は、学年または学期の終わりとする。 

 （栄養士免許） 

第54条 栄養士免許を得るには、第42条に基づく単位取得のほか、栄養士法及び

同法施行規則に規定された単位を取得しなければならない。 

２ 栄養士免許取得に必要な専門科目に該当する本学の授業科目は、別表Ⅲのと

おりとする。 

 （教職に関する免許） 

第55条 本学の学部学科において取得できる教育職員の免許状の種類及び免許教

科は、次のとおりとする。 

学部・学科 コース 免許状の種類 教科の種類 

食品栄養科学部 

栄養生命科学科 
－ 栄養教諭一種免許状 － 

食品栄養科学部 

食品生命科学科 

環境生命科学科 

－ 高等学校教諭一種免許状 理   科 

国際関係学部 

国際言語文化学科 

英語コース 高等学校教諭一種免許状 英   語 

国語コース 高等学校教諭一種免許状 国   語 

経営情報学部 

経営情報学科 

数学コース 高等学校教諭一種免許状 数   学 

情報コース 高等学校教諭一種免許状 情   報 

商業コース 高等学校教諭一種免許状 商   業 

 

２ 前項の免許状を得たい者は、第42条に基づく単位取得のほか、別表Ⅳに定め

る単位を取得しなければならない。 

    第７節 賞罰 

 （表彰） 

第56条 学生として表彰に価する行為があった者は、教授会及び教育研究審議会

の議を経て、学長が表彰することができる。 

 （懲戒） 

第57条 本学の規則に違反し、又は学生として本分に反する行為をした者は、教

授会及び教育研究審議会の議を経て、学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 第１項及び第２項に関して、別に規程及びガイドラインを定めるものとす

る。 

    第８節 厚生施設 

 （厚生施設） 

第58条 学生の福利厚生を図るため、食堂その他の厚生施設を置く。 



 

    第９節 研究生、委託生、科目等履修生、社会人聴講生、特別聴講学生、

社会人専門講座受講生及び外国人留学生 

 （研究生） 

第59条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があ

るときは、各学部の教育研究に支障のない範囲において、選考のうえ、研究生

として入学を許可することができる。 

２ 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上

の学力があると認められた者とする。 

３ 研究期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間

を更新することができる。 

 （委託生） 

第60条 本学において、官公庁、学校、団体等からその所属する職員に特定の専

門事項について研究させるため委託があるときは、各学部の教育研究に支障の

ない範囲において、選考のうえ、委託生として入学を許可することができる。 

２ 研究期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間

を更新することができる。 

 （科目等履修生） 

第61条 本学において、特定の授業科目を履修することを志願する者があるとき

は、各学部の教育に支障のない範囲において、選考のうえ、科目等履修生とし

て入学を許可することができる。 

２ 科目等履修生に対する単位の授与については、第38条の規定を準用する。 

  

（社会人聴講生） 

第62条 社会人で本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があ

るときは、各学部の教育に支障のない範囲において社会人聴講生として聴講を

許可することができる。 

２ 社会人聴講生を志願することのできる者は、高等学校を卒業した者又はこれ

と同等以上の学力があると認められた者とする。 

３ 聴講した授業科目の単位認定は行わない。 

 （特別聴講学生） 

第63条 他の大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者

があるときは、当該他大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可

することができる。 

 （社会人専門講座受講生） 

第63条の２ 本学が開設する社会人を対象とした高度で専門性の高い講座の受講

を志願する者があるときは、学長は教授会の議を経て社会人専門講座受講生と

して受講を許可することができる。 

２ 社会人専門講座受講生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又は



 

これと同等以上の学力があると認められた者とする。 

３ 専門講座の単位認定は行わない。 

 （外国人留学生） 

第64条 外国人で本学に留学を志願する者があるときは、選考のうえ、外国人留

学生として入学を許可することができる。 

２ 前項の外国人留学生に対しては、第35条に掲げるもののほか、日本語科目及

び日本事情に関する科目を置くことができる。 

 （研究生等に関する規定） 

第65条 研究生、委託生、科目等履修生、社会人聴講生、特別聴講学生、社会人

専門講座受講生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

    第10節 入学検定料、入学料、授業料、研究料、聴講料及び社会人専門

講座受講料 

 （入学検定料、入学料、授業料、研究料、聴講料及び社会人専門講座受講料） 

第66条 入学検定料、入学料、授業料、研究料、聴講料及び社会人専門講座受講

料（以下「授業料等」という｡)の額は、別に定める。 

 （授業料の納付） 

第67条 授業料は、年額の２分の１に相当する額を次の２期に区分して、それぞ

れの当該期日までに納付しなければならない。 

  前学期分  ４月25日まで 

  後学期分  10月25日まで 

 （復学の場合の授業料） 

第68条 前学期又は後学期の中途において修学した者は、復学した月から当該学

期末までの授業料を、復学した月に納付しなければならない。 

 （学年の中途で卒業する場合の授業料） 

第69条 学年の中途で卒業する者は、卒業する当該学期までの授業料を納付する

ものとする。 

 （休学、退学、転学、除籍及び停学の場合の授業料） 

第70条 前学期又は後学期の中途において休学、退学、転学及び除籍された者か

ら徴収する当該学期分の授業料の額は、その全額とする。ただし、休学が前学

期又は後学期の全期間にわたるときは、その期分の授業料は徴収しない。  

２ 停学期間中の授業料は、徴収する。 

 （授業料等の減免等） 

第71条 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）第８条

の規定により授業料等減免対象者として認定された者に対しては、同法の規定

により授業料等の全部又は一部を免除するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、経済的理由により授業料の納入が困難と認められ

る者、休学中の者その他特別の理由があると認められる者に対しては、授業料

等の全部若しくは一部を免除し、又は授業料を分割して納付させることができ



 

る。 

３ 授業料等の減免及び授業料の分割納付に関し必要な事項は、別に定める。 

 （入学料等の納付） 

第72条 入学料、研究料及び聴講料は、別に定める場合を除き、入学の手続きを

行うときに納付しなければならない。 

 ただし、研究期間の更新を許可された研究生に係る研究料は、当該許可された

日から10日以内に納付しなければならない。 

２ 入学検定料は、入学の願書を提出するときに納付しなければならない。 

３ 社会人専門講座受講料は、受講の手続を行うときに納付しなければならない。 

 （授業料等の還付） 

第73条 既納の授業料等の還付については、別に定めるところによる。 

    第11節 大学開放 

 （大学開放） 

第74条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、大学開放事業を行うこ

とができる。 

２ 大学開放に関し必要な事項は、別に定める。 

    第12節 雑則 

 （委任） 

第75条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、学

長が定める。 

   附 則 

１ この学則は、平成19年4月1日から施行する。 

２ この学則の施行の際廃止された静岡県立大学学則（以下「廃止前の学則」と

いう。）に基づいて履修した科目及び課程並びに廃止前の学則の規定により受

けた許可等は、この学則に基づいて履修した科目及び課程並びにこの学則の相

当規定により受けた許可等とみなす。 

 ただし、この学則に相当する規定がないときは、なお従前の例による。 

３ 平成 19 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までの間における収容定員は、

第 26 条の規定にかかわらず、次の表の期間の項に掲げる区分に応じ、それぞ

れ同表の定員の項に掲げるとおりとする。 

 

 

 

期 間 
平成19年4月１日から 

平成20年3月31日まで 

平成20年4月１日から 

平成21年3月31日まで 

学

部 
学 科 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４

年

次 

５

年

次 

６ 

年 

次 

計 

１

年

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４ 

年 

次 

５ 

年 

次 

６ 

年 

次 

計 



 

 

薬 

 

薬学 80 80 60 60 ― ― 280 80 80 80 60 ― ― 300 

製薬 ― ― 60 60 ― ― 120 ― ― ― 60 ― ― 60 

薬科 40 40 ― ― ― ― 80 40 40 40 ― ― ― 120 

計 120 120 120 120 ― ― 480 120 120 120 120 ― ― 480 

食 

食品生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

栄養生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

計 50 50 50 50 ― ― 200 50 50 50 50 ― ― 200 

国 

国際関係 60 60 60 60 ― ― 240 60 60 60 60 ― ― 240 

言語文化 120 120 120 120 ― ― 480 120 120 120 120 ― ― 480 

計 180 180 180 180 ― ― 720 180 180 180 180 ― ― 720 

経 経営情報 100 100 100 100 ― ― 400 100 100 100 100 ― ― 400 

看 看護 55 55 65 65 ― ― 240 55 55 65 65 ― ― 240 

合計 505 505 515 515 ― ― 2,040 505 505 515 515 ― ― 2,040 

 

期 間 
平成21年4月１日から 

平成22年3月31日まで 

 平成22年4月１日から 

 平成23年3月31日まで 

学

部 
学 科 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４ 

年 

次 

５

年

次 

６ 

年 

次 

計 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４ 

年 

次 

５ 

年 

次 

６ 

年 

次 

計 

 

薬 

 

薬学 80 80 80 80 ― ― 320 80 80 80 80 80 ― 400 

製薬 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ― 

薬科 40 40 40 40 ― ― 160 40 40 40 40 ― ― 160 

計 120 120 120 120 ― ― 480 120 120 120 120 80 ― 560 

食 

食品生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

栄養生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

計 50 50 50 50 ― ― 200 50 50 50 50 ― ― 200 

国 

国際関係 60 60 60 60 ― ― 240 60 60 60 60 ― ― 240 

言語文化 120 120 120 120 ― ― 480 120 120 120 120 ― ― 480 

計 180 180 180 180 ― ― 720 180 180 180 180 ― ― 720 

経 経営情報 100 100 100 100 ― ― 400 100 100 100 100 ― ― 400 

看 看護 55 55 65 65 ― ― 240 55 55 65 65 ― ― 240 

合計 505 505 515 515 ― ― 2,040 505 505 515 515 80 ― 2,120 

附 則 

この学則は、平成 19 年 11 月 1 日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成 20 年４月 1 日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ（１）の規定（ただし、教養科目を除く。）は、平成 20 年

４月１日以降入学する者について適用し、同年３月 31 日において現に在学す



 

る者については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表Ⅱ（２）の規定は、平成 20 年４月 1 日以降入学する者につい

て適用し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例

による。ただし、改正後の別表Ⅱ（２）の規定中、（２）食品栄養科学部（食

品生命科学科）および（栄養生命科学科）の学部基礎科目「オーラルコミュニ

ケーションⅢ」、「オーラルコミュニケーションⅣ」、「TOEIC 英語Ⅰ」、

「TOEIC 英語Ⅱ」の規定は、同年３月 31 日において現に在学する者について

も適用する。 

 また、食品生命科学科の専門教育科目の必修科目「食品物理学」、「食品生命

科学英語Ⅰ」、「食品生命科学英語Ⅱ」、栄養生命科学科の専門教育科目の選

択科目「栄養生命科学英語」を平成 20 年３月 31 日において現に在学する者に

ついては、選択科目として履修を可能とする。 

４ 改正後の別表Ⅱ（３）の規定は、平成 20 年４月１日以後入学する者につい

て適用し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例

による。 

附 則 

この学則は、平成 20 年７月 24 日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 20 年７月 28 日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成 21 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅰの規定（看護学部の卒業に必要な最低修得単位数に係る部分

に限る。）は、平成 21 年４月１日以降入学する者について適用し、同年３月

31 日において現に在学する者については、なお従前の例による。 

３ 別表Ⅱのうち薬学科専門課程及び薬科学科専門課程に係る改正については、

平成 18 年度入学生から適用する。 

４ 改正後の別表Ⅱ（２）の規定は、平成 21 年４月１日以降入学する者につい

て適用し、同年３月 3１日において現に在学する者については、なお従前の例

による。ただし、改正後の別表Ⅱ（２）の規定中、（２）食品栄養科学部（食

品生命科学科）の専門教育科目の必修科目「食品化学Ⅰ」及び「食品化学

Ⅱ」、選択科目「ヒューマンゲノミクス」の規定は、同年３月 31 日において

現に在学する者についても適用する。 

５ 平成 20 年４月１日より施行された、学則改正後の別表Ⅱ（２）の規定中、

（２）食品栄養科学部（食品生命科学科）の専門教育科目の必修科目「食品生

命科学実験Ⅰ」「食品生命科学実験Ⅱ」「食品生命科学実験Ⅲ」および「食品

生命科学実験Ⅳ」の規定は、平成 21 年３月 31 日において現に在学する者につ

いて適用する。 

６ 改正後の別表Ⅱ（４）の規定は、平成 21 年４月１日以降入学する者につい



 

て適用し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例

による。 

７ 改正後の別表Ⅱ（５）の規定は、平成 21 年４月１日以降入学する者につい

て適用する。ただし、平成 21 年３月 31 日において現に在学する者、並びに平

成 21 年度、及び平成 22 年度における看護学部の３年次編入学する者について

は、なお従前の例による、 

附 則 

１ この学則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ（３）の規定は、平成 22 年４月１日以降入学する者につい

て適用し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例

による。 

３ 改正後の別表Ⅳの規定は、平成 22 年４月１日以降入学する者について適用

し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例によ

る。 

４ 改正後の別表Ⅰ及び別表Ⅱの規定は、平成 22 年４月１日以降入学する者に

ついて適用し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前

の例による。 

５ 改正後の別表Ⅱ（2）の規定は、平成22年４月１日以降入学する者について

適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例によ

る。ただし、改正後の別表Ⅱ（2）の規定中、(2)食品栄養科学部（食品生命科

学科）の専門教育科目の必修科目「インターンシップ」、（食品生命科学科）

及び（栄養生命科学科）の専門教育科目の選択科目「海外研修英語」の規定

は、平成19年４月１日以降入学し、平成22年３月31日において現に在学する者

についても適用する。また、（食品生命科学科）の専門教育科目の必修科目

「食品技術者倫理」、「食品生命科学実験Ⅱ」、選択科目「公衆衛生学Ⅰ」、

「環境衛生学実験」（栄養生命科学科）の専門教育科目の必修科目「微生物

学・食品衛生化学実験」、「公衆衛生学Ⅰ」、選択科目「臨地実習（臨床栄養

学）」、「臨地実習（公衆栄養学）」、「校外実習（給食の運営）」、（食品

生命科学科）及び（栄養生命科学科）の選択科目「細胞工学」の規定は、平成

20年４月１日以降入学し、平成22年３月31日において現に在学する者について

も適用する。また、（栄養生命科学科）の専門教育科目の選択科目「栄養カウ

ンセリング論」の規定は、平成21年４月１日以降入学し、平成22年3月31日に

おいて現に在学する者についても適用する。 

６ 改正後の別表Ⅲ-1の規定は、平成22年４月１日以降入学する者について適用

し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。

ただし、改正後の別表Ⅲ-1の規定中、教育内容「人体の構造と機能及び疾病の

成り立ち」の「生化学」、「微生物学・食品衛生学実験」、「臨床医学概

論」、「臨床栄養学総論」、教育内容「応用栄養学」の「栄養学各論Ⅰ」、

「栄養学各論Ⅱ」、「栄養化学実験」、「応用栄養学実習」、教育内容「臨床



 

栄養学」の「臨床栄養管理学Ⅰ」、「臨床栄養管理学Ⅱ」及び教育内容「臨地

実習」の「臨地実習（臨床栄養学）」「臨地実習（公衆栄養学）」「校外実

習」の規定は、平成20年４月１日以降入学し、平成22年３月31日において現に

在学する者についても適用する。また、教育内容「栄養教育論」の「栄養カウ

ンセリング論」、教育内容「給食経営管理論」の「給食管理実習」の規定は、

平成21年４月１日以降入学し、平成22年３月31日において現に在学する者につ

いても適用する。 

７ 改正後の別表Ⅲ-2の規定は、平成22年４月１日以降入学する者について適用

し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。

ただし、改正後の別表Ⅲ-2の規定中、教育内容「人体の構造と機能」の「生化

学」、「微生物学・食品衛生学実験」、「臨床医学概論」、「臨床栄養学総

論」、教育内容「栄養と健康」の「栄養学各論Ⅰ」、「栄養学各論Ⅱ」、「栄

養化学実験」、「応用栄養学実習」の規定は、平成20年４月１日以降入学し、

平成22年３月31日において現に在学する者についても適用する。また、教育内

容「給食の運営」の「給食管理実習」の規定は、平成21年４月１日以降入学

し、平成22年３月31日において現に在学する者についても適用する。 

８ 改正後の別表Ⅱ（４）の規定は、平成 22 年４月１日以降入学する者につい

て適用し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例

による。 

附 則 

１ この学則は、平成 23 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の学則第 41 条の規定は、平成 23 年４月 1 日以降入学する者について

適用し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例に

よる。 

３ 改正後の別表Ⅰ、別表Ⅱ(1)及び別表Ⅲ(3)の規定は、平成23年４月１日以降

入学する者について適用し、同年３月31日において現に在学する者については、

なお従前の例による。 

４ 改正後の別表Ⅱ（2）の規定は、平成23年４月１日以降入学する者について

適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例によ

る。ただし、改正後の別表Ⅱ（2）の規定中、(2)食品栄養科学部（栄養生命科

学科）の専門教育科目の選択科目「校外実習（給食の運営）」の規定は、平成

20年４月１日以降入学し、平成23年３月31日において現に在学する者について

も適用する。また、（栄養生命科学科）の専門教育科目の必修科目「公衆衛生

学」、「公衆衛生学実験」、選択科目「給食経営管理実習」の規定は、平成21

年４月１日以降入学し、平成23年３月31日において現に在学する者についても

適用する。また、（食品生命科学科）の専門教育科目の必修科目「食品物理

学」、「調理科学」、（栄養生命科学科）の専門教育科目の必修科目「応用栄

養学Ⅰ」、「応用栄養学Ⅱ」、（栄養生命科学科）の専門教育科目の選択科目

「調理科学実験」の規定は、平成22年４月１日以降入学し、平成23年３月31日



 

において現に在学する者についても適用する。 

５ 改正後の別表Ⅲ-1の規定は、平成23年４月１日以降入学する者について適用

し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。

ただし、改正後の別表Ⅲ-1の規定中、教育内容「臨地実習」の「校外実習（給

食の運営）」の規定は、平成20年４月１日以降入学し、平成23年３月31日にお

いて現に在学する者についても適用する。また、教育内容「社会・環境と健

康」の「公衆衛生学」、「公衆衛生学実験」、「給食経営管理実習」の規定

は、平成21年４月１日以降入学し、平成23年3月31日において現に在学する者

についても適用する。また、教育内容「食べ物と健康」の「調理科学」、教育

内容「応用栄養学」の「応用栄養学Ⅰ」、「応用栄養学Ⅱ」、の規定は、平成

22年４月１日以降入学し、平成23年３月31日において現に在学する者について

も適用する。 

６ 改正後の別表Ⅲ-2の規定は、平成23年４月１日以降入学する者について適用

し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。

ただし、改正後の別表Ⅲ-2の規定中、教育内容「給食の運営」の「校外実習

（給食の運営）」の規定は、平成20年４月１日以降入学し、平成23年３月31日

以降において現に在学する者についても適用する。また、教育内容「社会生活

と健康」の「公衆衛生学」、「公衆衛生学実験」、教育内容「給食の運営」の

「給食経営管理実習」の規定は、平成21年４月１日以降入学し、平成23年３月

31日において現に在学する者についても適用する。また、教育内容「栄養と健

康」の「応用栄養学Ⅰ」、「応用栄養学Ⅱ」、教育内容「給食の運営」の「調

理科学実験」の規定は、平成22年４月１日以降入学し、平成23年３月31日にお

いて現に在学する者についても適用する。 

７ 改正後の別表Ⅱ（４）の規定は、平成23年４月１日以降入学するものに

ついて適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従

前の例による。ただし、改正後の別表Ⅱ（４）の規定中、専門教育科目の

区分が英語等のうち、「海外英語研修Ｂ」及び「海外英語研修Ｃ」の科目

については、平成21年度及び平成22年度の入学者についても履修を可能と

する。 

附 則 

１ この学則は、平成 24 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の学則第 28 条の規定は、平成 24 年４月 1 日以降入学する者について

適用し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例に

よる。 

３ 改正後の別表Ⅱ（1）（ただし、教養科目を除く。）及び（4）の規定は、平

成 24 年４月 1 日以降入学する者について適用し、同年３月 31 日において現に

在学する者については、なお従前の例による。 

４ 改正後の別表Ⅱ（2）の規定は、平成24年４月１日以降入学する者について

適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例によ



 

る。ただし、改正後の別表Ⅱ（2）の規定中、(2)食品栄養科学部（食品生命科

学科）の専門教育科目の必修科目「技術者倫理」の規定は、平成22年４月１日

以降入学し、平成24年３月31日において現に在学する者についても適用する。 

５ 改正後の別表Ⅱ(5)の規定は、平成 24 年４月 1 日以降入学する者について適

用し、同年３月 31 日において現に在学する者並びに平成 24 年度及び平成 25

年度における看護学部の３年次編入学する者については、なお従前の例によ

る。 

６ 改正後の別表Ⅳの規定は、平成 24 年４月１日以降入学する者について適用

し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例によ

る。 

 

附 則 

１ この学則は、平成 25 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ（1）（ただし、教養科目を除く。）の規定は、平成 25 年４

月 1 日以降入学する者について適用し、同年３月 31 日において現に在学する

者については、なお従前の例による。ただし、改正後の別表Ⅱ(1)の規定中、

(1)薬学部（薬科学科）及び（薬学科）の薬学共通課程の基礎科目「海外研修

英語」の規定は、平成 25 年 3 月 31 日において現に在学する者についても適用

する。 

３ 改正後の別表Ⅱ（3）及び(4)の規定は、平成 25 年４月 1 日以降入学する者

について適用し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従

前の例による。 

４ 改正後の別表Ⅳの規定は、平成 25 年４月 1 日以降入学する者について適用

し、同年３月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例によ

る。 

 

附 則 

１ この学則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

２ 平成26年４月１日から平成30年３月31日までの間における収容定員は、第26

条の規定にかかわらず、次の表の期間の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表

の定員の項に掲げるとおりとする。 

期 間 
平成26年4月１日から 

平成27年3月31日まで 

平成27年4月１日から 

平成28年3月31日まで 

学

部 
学 科 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４

年

次 

５

年

次 

６ 

年 

次 

計 

１

年

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４ 

年 

次 

５ 

年 

次 

６ 

年 

次 

計 

 

薬 

薬学 80 80 80 80 80 80 480 80 80 80 80 80 80 480 

薬科 40 40 40 40 ― ― 160 40 40 40 40 ― ― 160 



 

 計 120 120 120 120 80 80 640 120 120 120 120 80 80 640 

食 

食品生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

栄養生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

環境生命科学 20 ― ― ― ― ― 20 20 20 ― ― ― ― 40 

計 70 50 50 50 ― ― 220 70 70 50 50 ― ― 240 

国 

国際関係 60 60 60 60 ― ― 240 60 60 60 60 ― ― 240 

国際言語文化 120 120 120 120 ― ― 480 120 120 120 120 ― ― 480 

計 180 180 180 180 ― ― 720 180 180 180 180 ― ― 720 

経 経営情報 100 100 100 100 ― ― 400 100 100 100 100 ― ― 400 

看 看護 120 55 65 65 ― ― 305 120 120 65 65 ― ― 370 

合計 590 505 515 515 80 80 2,285 590 590 515 515 80 80 2,370 

 

期 間 
平成28年4月１日から 

平成29年3月31日まで 

平成29年4月１日から 

平成30年3月31日まで 

学

部 
学 科 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４

年

次 

５

年

次 

６ 

年 

次 

計 

１

年

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４ 

年 

次 

５ 

年 

次 

６ 

年 

次 

計 

 

薬 

 

薬学 80 80 80 80 80 80 480 80 80 80 80 80 80 480 

薬科 40 40 40 40 ― ― 160 40 40 40 40 ― ― 160 

計 120 120 120 120 80 80 640 120 120 120 120 80 80 640 

食 

食品生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

栄養生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

環境生命科学 20 20 20 ― ― ― 60 20 20 20 20 ― ― 80 

計 70 70 70 50 ― ― 260 70 70 70 70 ― ― 280 

国 

国際関係 60 60 60 60 ― ― 240 60 60 60 60 ― ― 240 

国際言語文化 120 120 120 120 ― ― 480 120 120 120 120 ― ― 480 

計 180 180 180 180 ― ― 720 180 180 180 180 ― ― 720 

経 経営情報 100 100 100 100 ― ― 400 100 100 100 100 ― ― 400 

看 看護 120 120 130 65 ― ― 435 120 120 130 130 ― ― 500 

合計 590 590 600 515 80 80 2,455 590 590 600 600 80 80 2,540 

３ 改正後の別表Ⅱ(1)の規定は、平成26年４月1日以降入学する者について

適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例

による。ただし、改正後の別表Ⅱ(1)の規定中、(1)薬学部（薬学科）の学

科専門課程の薬学科専門実習科目「多職種連携演習」及び「防災演習」の

規定は、平成26年3月31日において現に在学する者についても適用する。 

４ 改正後の別表Ⅱ(2)の規定は、平成26年４月1日以降入学する者について

適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例



 

による。 

５ 改正後の別表Ⅱ(4)の規定は、平成26年４月１日以降入学する者について

適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例

による。 

６ 改正後の別表Ⅱ(5)の規定は、平成26年４月1日以降入学する者について

適用し、同年３月31日において現に在学する者並びに平成26年度及び平成

27年度における 看護学部の3年次編入学する者については、なお従前の例

による。 

７ 静岡県立大学環境科学研究所規則（平成19年4月1日規則第36号）、静岡 

 県立大学地域環境啓発センター規則（平成19年4月1日規則第41号）、静岡 

 県立大学環境科学研究所長の任期及び選考に関する規則（平成19年4月1日

規則第44号）及び静岡県立大学環境科学研究所副所長に関する規則（平成

20年7月24日規則第55号）は、廃止する。 

 

附 則 

１ この学則は、平成 27 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅰの「しずおか学」のうち「卒業までに最低２単位履修するこ 

と」の規定及び改正後の別表Ⅱ（1）薬学部（薬科学科）及び（薬学科）の薬 

学共通課程教養科目「しずおか学」のうち「卒業までに最低２単位履修するこ 

と」の規定は、平成27年3月31日において現に在学する者については適用しな 

い。 

３ 改正後の別表Ⅱ（1）薬学部（薬科学科）の規定のうち薬学共通課程基礎科

目、共通専門科目及び共通専門実習科目、学科専門課程薬科学科専門科目及び

薬科学科専門実習科目、最低卒業必要修得単位数については、平成27年４月１

日以降に入学するものについて適用し、同年３月31日において現に在学するも

のについては、なお従前の例による。 

４ 改正後の別表Ⅱ（1）薬学部（薬学科）の規定のうち薬学共通課程基礎科目、

共通専門科目及び共通専門実習科目、学科専門課程薬学科専門科目及び薬学科

専門実習科目、最低卒業必要修得単位数については、平成27年４月１日以降に

入学するものについて適用し、同年３月31日において現に在学するものについ

ては、なお従前の例による。 

５ 改正後の別表Ⅱ（4）及び別表Ⅳ高一種免（商業）の規定は、平成27年4 

月1日以降入学するものについて適用し、同年3月31日において現に在学す

るものについては、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この学則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ(1)薬学部（薬科学科）の規定のうち薬学共通課程基礎科目、共

通専門科目及び共通専門実習科目、学科専門課程薬科学科専門科目及び薬科学科専



 

門実習科目については、平成28年４月1日以降入学する者について適用し、同年３月

31日において現に在学する者については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表Ⅱ(1)薬学部（薬学科）の規定のうち薬学共通課程基礎科目、共通専 

門科目及び共通専門実習科目、学科専門課程薬学科専門科目及び薬学科専門実習科 

目については、平成 28年４月 1日以降入学する者について適用し、同年３月 31 日 

において現に在学する者については、なお従前の例による。 

４ 改正後の別表Ⅱ(2)食品栄養科学部（食品生命科学科）の規定は、平成28年4月1日 

以降入学する者について適用し、同年 3 月 31 日において現に在学する者については、 

なお従前の例による。ただし、改正後の別表Ⅱ(2)食品栄養科学部（食品生命科学科 

）の専門教育科目の選択科目「分析化学」「植物学」「環境工学」「循環資源論」 

の規定は、同年 3 月 31 日において現に在学する者についても適用する。 

５ 改正後の別表Ⅱ(3)の規定は、平成28年4月1日以降入学するものについて適用し、 

同年3月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。ただし、改 

正後の別表Ⅱ(3)の規定中、(3) 国際関係学部（国際言語文化学科）の専門科目b群 

（ヨーロッパ文化分野）の「海外研修ドイツ語」「海外研修フランス語」「海外研 

修スペイン語」の規定は、平成28年3月31日において現に在学する者についても適用 

する。 

６  改正後の別表Ⅱ(4)の規定は、平成28年4月1日以降入学するものについて適用し、 

同年3月31日において現に在学するものについては、なお従前の例による。 

７ 改正後の別表Ⅱ(5)の規定は、平成28年4月1日以降入学するものについて適用し、

同年3月31日において現に在学するものについては、なお従前の例による。 

８  改正後の別表Ⅳの規定は、平成28年4月1日以降入学する者について適用し、同年3 

月 31 日において現に在学する者については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この学則は、平成 29 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ（2）食品栄養科学部（食品生命科学科）の規定は、平成 

29 年４月１日以降入学する者について適用し、同年３月 31 日において現

に在学する者については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この学則は、平成 29 年 12 月 27 日から施行する。 

 

附 則 

１ この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 平成30年４月１日から平成32年３月31日までの間における収容定員は、第26

条の規定にかかわらず、次の表の期間の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表

の定員の項に掲げるとおりとする。 

 



 

期 間 
平成30年4月１日から 

平成31年3月31日まで 

平成31年4月１日から 

平成32年3月31日まで 

学

部 
学 科 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４

年

次 

５

年

次 

６ 

年 

次 

計 

１

年

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４ 

年 

次 

５ 

年 

次 

６ 

年 

次 

計 

 

薬 

 

薬学 80 80 80 80 80 80 480 80 80 80 80 80 80 480 

薬科 40 40 40 40 ― ― 160 40 40 40 40 ― ― 160 

計 120 120 120 120 80 80 640 120 120 120 120 80 80 640 

食 

食品生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

栄養生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

環境生命科学 20 20 20 20 ― ― 60 20 20 20 20 ― ― 80 

計 70 70 70 70 ― ― 280 70 70 70 70 ― ― 280 

国 

国際関係 60 60 60 60 ― ― 240 60 60 60 60 ― ― 240 

国際言語文化 120 120 120 120 ― ― 480 120 120 120 120 ― ― 480 

計 180 180 180 180 ― ― 720 180 180 180 180 ― ― 720 

経 経営情報 100 100 100 100 ― ― 400 100 100 100 100 ― ― 400 

看 看護 120 120 145 130 ― ― 515 120 120 145 145 ― ― 530 

合計 590 590 615 600 80 80 2,555 590 590 615 615 80 80 2,570 

 

３ 改正後の別表Ⅱ(5)の規定は、平成30年４月１日以降入学する者について適

用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ(1)薬学部（薬科学科）の規定のうち、薬学共通課程基礎科

目、共通専門科目及び共通専門実習科目、学科専門課程薬科学科専門科目及び

薬科学科専門実習科目、最低卒業必要修得単位数については、平成30年４月１

日以降入学する者について適用し、同年３月31日において現に在学する者につ

いては、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表Ⅱ(1)薬学部（薬学科）の規定のうち、薬学共通課程基礎科目、

共通専門科目及び共通専門実習科目、学科専門課程薬学科専門科目及び薬学科

専門実習科目、最低卒業必要修得単位数については、平成30年４月１日以降入

学する者について適用し、同年３月31日において現に在学する者については、

なお従前の例による。 

４ 改正後の別表Ⅱ(2)、別表Ⅱ(4)及び別表Ⅳの規定は、平成30年４月１日以降

入学する者について適用し、同年３月31日において現に在学する者については、

なお従前の例による。 

 

附 則 

この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

この学則は、平成30年11月28日から施行する。 

 

附 則 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅳの規定は、平成31年４月１日以降入学する者について適用し、

同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１  この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ(4)の規定は、平成31年４月１日以降入学する者について適

用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。 

３  平成31年４月１日から平成35年３月31日までの間における収容定員は、第

26条の規定にかかわらず、次の表の期間の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同

表の定員の項に掲げるとおりとする。 

期 間 
平成31年4月１日から 

平成32年3月31日まで 

平成32年4月１日から 

平成33年3月31日まで 

学

部 
学 科 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４

年

次 

５

年

次 

６ 

年 

次 

計 

１

年

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４ 

年 

次 

５ 

年 

次 

６ 

年 

次 

計 

 

薬 

 

薬学 80 80 80 80 80 80 480 80 80 80 80 80 80 480 

薬科 40 40 40 40 ― ― 160 40 40 40 40 ― ― 160 

計 120 120 120 120 80 80 640 120 120 120 120 80 80 640 

食 

食品生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

栄養生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

環境生命科学 20 20 20 20 ― ― 80 20 20 20 20 ― ― 80 

計 70 70 70 70 ― ― 280 70 70 70 70 ― ― 280 

国 

国際関係 60 60 60 60 ― ― 240 60 60 60 60 ― ― 240 

国際言語文化 120 120 120 120 ― ― 480 120 120 120 120 ― ― 480 

計 180 180 180 180 ― ― 720 180 180 180 180 ― ― 720 

経 経営情報 125 100 100 100 ― ― 425 125 125 100 100 ― ― 450 

看 看護 120 120 145 145 ― ― 530 120 120 145 145 ― ― 530 

合計 615 590 615 615 80 80 2,595 615 615 615 615 80 80 2,620 

 

期 間 
平成33年4月１日から 

平成34年3月31日まで 

平成34年4月１日から 

平成35年3月31日まで 



 

学

部 
学 科 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４

年

次 

５

年

次 

６ 

年 

次 

計 

１

年

次 

２ 

年 

次 

３ 

年 

次 

４ 

年 

次 

５ 

年 

次 

６ 

年 

次 

計 

 

薬 

 

薬学 80 80 80 80 80 80 480 80 80 80 80 80 80 480 

薬科 40 40 40 40 ― ― 160 40 40 40 40 ― ― 160 

計 120 120 120 120 80 80 640 120 120 120 120 80 80 640 

食 

食品生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

栄養生命科学 25 25 25 25 ― ― 100 25 25 25 25 ― ― 100 

環境生命科学 20 20 20 20 ― ― 80 20 20 20 20 ― ― 80 

計 70 70 70 70 ― ― 280 70 70 70 70 ― ― 280 

国 

国際関係 60 60 60 60 ― ― 240 60 60 60 60 ― ― 240 

国際言語文化 120 120 120 120 ― ― 480 120 120 120 120 ― ― 480 

計 180 180 180 180 ― ― 720 180 180 180 180 ― ― 720 

経 経営情報 125 125 125 100 ― ― 475 125 125 125 125 ― ― 500 

看 看護 120 120 145 145 ― ― 530 120 120 145 145 ― ― 530 

合計 615 615 640 615 80 80 2,645 615 615 640 640 80 80 2,670 

 

附 則 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅳの規定は、平成31年４月1日以降入学する者について適用し、

同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ(3)の規定は、平成31年４月１日以降入学する者について適

用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ(4)の規定は、平成31年４月１日以降入学する者について適

用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。

ただし、改正後の別表Ⅱ(4)の規定中、専門教育科目複合科目「経営情報特別

講義G」、「経営情報特別講義H」、「経営情報特別講義I」、「経営情報特別

講義J」、「経営情報特別講義K」、「経営情報特別講義L」、「経営情報特別

講義M」及び「経営情報特別講義N」の規定は、同年３月31日において現に在学

する者についても適用する。 

３ 改正後の別表Ⅳの規定は、平成31年4月1日以降入学する者について適用し、

同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例による。 



 

 

附 則 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ(2)及び別表Ⅳの規定は、平成31年４月１日以降入学する者

について適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前

の例による。ただし、改正後の別表Ⅱ(2)の規定中、(2)食品栄養科学部（環境

生命科学科）の専門教育科目選択科目「海外英語研修」の規定は、同年３月31

日において現に在学する者についても適用する。 

 

附 則 

この学則は、令和２年３月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ(2)、Ⅱ(4)、Ⅲ-１、Ⅲ-２及びⅣの規定は、令和２年４月１日

以降入学するものについて適用し、同年３月31日において現に在学する者につい

ては、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表Ⅱ（3）の規定は、平成31年４月１日以降入学する者について適用

し、平成30年４月１日以前に入学した者についても、（3）国際関係学部（国際言

語文化学科）の専門科目ｂ群（アジア文化分野）の「検定韓国語」、「海外研修

韓国語」として、履修を可能とする。 

 

附 則 

この学則は、令和２年９月10日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、令和２年12月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、令和２年12月24日から施行する。 

 

附 則 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ(1)、(2)及び(4)の規定は、令和３年４月１日以降入学する

者について適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従

前の例による。ただし、改正後の別表Ⅱ(4)の規定中、「アドバンスト・イン

グリッシュＡ」、「アドバンスト・イングリッシュＢ」、「アドバンスト・ビ

ジネス・イングリッシュＡ」、「アドバンスト・ビジネス・イングリッシュＢ」

の規定は、平成31年４月１日以降入学し、令和３年３月31日において現に在学



 

する者についても適用する。 

 

附 則 

この学則は、令和３年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この学則は、令和３年10月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第36条第１項、別表Ⅱ(1)薬学部（薬科学科）及び別表Ⅱ(5)看護

学部（看護学科）の規定は、令和４年４月１日以降入学する者について適用

し、 同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例によ

る。 

３ 改正後の別表Ⅱ(2)食品栄養科学部（食品生命科学科）及び（環境生命科

学科）の規定は、令和３年４月１日以降の入学者に適用し、同年３月31日に

おいて現に在学する者は従前の例による。 

４ 改正後の別表Ⅱ(2)食品栄養科学部（栄養生命科学科）の規定は、令和４

年４月１日以降入学する者について適用し、同年３月31日において現に在学

する者については、なお従前の例による。ただし、改正後の別表Ⅱ(2)食品

栄養科学部（栄養生命科学科）の規定中、専門教育科目選択科目「データサ

イエンス・AI(R2、R3入学者編)」は、令和２年４月１日以降入学し、令和４

年３月31日において現に在学する者が、卒業必要単位としては取り扱われな

い選択科目として履修を可能とする。 

５ 改正後の別表Ⅱ(3)の規定は、平成31年４月１日以降入学する者について

適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前の例に

よる。 

６ 改正後の別表Ⅳの規定は、令和４年４月１日以降入学するものについて適

用し、同年３月31日において現に在学するものについては、なお従前の例に

よる。 

附 則 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ(2)及びⅣの規定は、令和５年４月１日以降入学する者に 

ついて適用し、同年３月31日において現に在学する者については、なお従前 

の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表Ⅱ(1)、(3)、(4)及び別表Ⅳの規定は、令和６年４月１日以

降入学する者について適用し、同年３月31日において現に在学する者につい



 

ては、なお従前の例による。ただし、改正後の別表Ⅱ(4)の規定中、専門教

育科目「コーポレート・コミュニケーション」、「データサイエンス実習」

の規定は、同年３月31日において現に在学する者についても適用する。また、

改正後の別表Ⅳの規定中、「コーポレート・コミュニケーション」の規定は、

同年３月31日において現に在学する者についても適用する。 

 



授業科目 必修 選択 自由

ドイツ語入門 2

フランス語入門 2

スペイン語入門 2
中国語入門 2
日本語作文Ａ 2
日本語作文Ｂ 2
中級日本語Ⅰ 2
中級日本語Ⅱ 2
情報検索実習 2
数理・データサイエンス・AI入門【遠隔授業】 1
ヒューマン・ケア 2
ＴＯＥＦＬ留学英語Ⅰ 1
ＴＯＥＦＬ留学英語Ⅱ 1
ＴＯＥＩＣビジネス基礎英語 1
ＴＯＥＩＣビジネス英語Ⅰ 1
ＴＯＥＩＣビジネス英語Ⅱ 1
自然科学概論 2
化学入門 2
生物学入門 2
薬剤発達史入門 2
物理学入門 2
環境科学入門 2
哲学入門 2
社会思想史入門 2
歴史学入門 2
宗教学入門 2
社会学入門 2
国際関係学入門 2
文化人類学入門 2
公共政策入門 2
心理学入門 2
生涯発達心理入門 2
知的財産管理入門 1
社会を変える手法：コミュニティ・オーガナイジング 2

国際安全保障入門Ⅰ 2

国際安全保障入門Ⅱ 2

くらしと化学A 1

くらしと化学B 1

実用科学英語基礎編 2

実用科学英語応用編 2
基礎生命科学Ⅰ 2
基礎生命科学Ⅱ 2
現代日本文化入門A 1
現代日本文化入門B 1
経営分析入門A 1
経営分析入門B 1
英語で学ぶ日本語学ⅠA 1
英語で学ぶ日本語学ⅠB 1
英語で学ぶ日本語学ⅡA 1
英語で学ぶ日本語学ⅡB 1
財務会計入門A 1
財務会計入門B 1
言語の学習・習得ⅠA 1
言語の学習・習得ⅠB 1
言語の学習・習得ⅡA 1
言語の学習・習得ⅡB 1
Japanology 1

別表Ⅰ　全学共通科目の授業科目名、単位数及び卒業に必要な最低修得単位数

区分 備　　　考

第
1
部
門

        全学共通科目
（最低必要修得単位数　ただ
し、 改正前の既修得単位数を算
入することができるものとす
る。）
           薬学部
           ８単位
        食品栄養科学部
           14単位
（ただし、身体運動科学（Ａま
たはＢ）を２単位修得するもの
とする。）
         国際関係学部
            ８単位
         経営情報学部
            ８単位
（ただし、卒業要件として16単
位まで認める。）
           看護学部
            10単位
（ただし、全学共通科目と学部
基礎科目の運動及び研修を併せ
て10単位とする｡）

第
2
部
門

英
語
に
よ
る
科
目

第
3
部
門



授業科目 必修 選択 自由区分 備　　　考

静岡の健康長寿を支える取り組みと人々 2
静岡の防災と医療 2
静岡地域食材学Ａ 1
静岡地域食材学Ｂ 1
茶学入門 2
ムセイオン静岡 － MUSEUMと文化A 1
ムセイオン静岡 － MUSEUMと文化B 1
ムセイオン静岡 － 世界の文化遺産A 1
ムセイオン静岡 － 世界の文化遺産B 1
ムセイオン静岡 － 舞台芸術A 1
ムセイオン静岡 － 舞台芸術B 1
静岡の市民活動 1
歴史からみるしずおか学 2
新聞でもっと静岡を知ろう 2
企業経営者に学ぶ静岡のビジネス最前線 2
SDGs概論 2
静岡「知」各論−食品環境科学と地域企業の視点から− 2
ふじのくにｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｰﾂｰﾘｽﾞﾑ：観る、食べる、学ぶ 2
静岡市連携・グローバル人材育成講義 2
地域づくりの理論 2
地域づくりの方法 2
世界からしずおかを見る しずおかから世界へ 2
ふじのくに学（富士山） 2
ふじのくに学（お茶） 2
ふじのくに学（観光学） 1
ふじのくに学（演劇論） 2
ふじのくに学（防災） 2
ふじのくに学（南アルプスの自然） 1
ふじのくに学（静岡県の産業イノベーション） 2
ふじのくに学（静岡県の産業イノベーションⅡ） 2
ふじのくに学（静岡県の産業イノベーションⅢ） 2
ふじのくに学（しずおか） 1
ふじのくに学（農林業） 1
ふじのくに学（森林生態系からの恵み） 1
ふじのくに学（伊豆の温泉と産業おこし） 2
ふじのくに学（魅力ある食と地域づくり） 2
ふじのくに学（静岡県西部地域の特性と産業） 2
健康イノベーション教育プログラム 2
キャリアデザイン概論 2
男女共同参画社会とジェンダー 2
人権が支える社会 2
ジャーナリズム論 2
キャリアと社会＊ 2
高野山で学ぶキャリアとわたし＊ 2
身体運動科学Ａ 2
身体運動科学Ｂ 2

＊南大阪地域大学コンソーシアムの科目

身体運動科学

総
合

第
3
部
門

し
ず
お
か
学

全学部

卒業までに2単
位以上修得する

こと



(1) 薬学部（薬科学科）
区分 授業科目 必修科目 選択科目 自由選択科目

ドイツ語入門 2
フランス語入門 2
スペイン語入門 2
中国語入門 2
日本語作文Ａ 2
日本語作文Ｂ 2
中級日本語Ⅰ 2
中級日本語Ⅱ 2
情報検索実習 2
数理・データサイエンス・AI入門【遠隔授業】 1
ヒューマン・ケア 2
ＴＯＥＦＬ留学英語Ⅰ 1
ＴＯＥＦＬ留学英語Ⅱ 1
ＴＯＥＩＣビジネス基礎英語 1
ＴＯＥＩＣビジネス英語Ⅰ 1
ＴＯＥＩＣビジネス英語Ⅱ 1
自然科学概論 2
化学入門 2
生物学入門 2
薬剤発達史入門 2
物理学入門 2
環境科学入門 2
哲学入門 2
社会思想史入門 2
歴史学入門 2
宗教学入門 2
社会学入門 2
国際関係学入門 2
文化人類学入門 2
公共政策入門 2
心理学入門 2
生涯発達心理入門 2
知的財産管理入門 1
社会を変える手法：コミュニティ・オーガナイジング 2
国際安全保障入門Ⅰ 2
国際安全保障入門Ⅱ 2
くらしと化学A 1
くらしと化学B 1
実用科学英語基礎編 2
実用科学英語応用編 2
基礎生命科学Ⅰ 2
基礎生命科学Ⅱ 2
基礎生命科学ⅡB 1
現代日本文化入門A 1
現代日本文化入門B 1
経営分析入門A 1
経営分析入門B 1
英語で学ぶ日本語学ⅠA 1
英語で学ぶ日本語学ⅠB 1
英語で学ぶ日本語学ⅡA 1
英語で学ぶ日本語学ⅡB 1
財務会計入門A 1
財務会計入門B 1
言語の学習・習得ⅠA 1
言語の学習・習得ⅠB 1
言語の学習・習得ⅡA 1
言語の学習・習得ⅡB 1
Japanology 1

別表Ⅱ　学部基礎科目及び専門教育科目の授業科目名、単位数及び卒業に必要な最低修得単位数

備　　　考

薬
　
学
　
共
　
通
　
課
　
程

教
　
養
　
科
　
目

教養科目
(必要修得単位数）

４科目
８単位

英
　
語
　
に
　
よ
　
る
　
科
　
目



区分 授業科目 必修科目 選択科目 自由選択科目 備　　　考

静岡の健康長寿を支える取り組みと人々 2
静岡の防災と医療 2
静岡地域食材学Ａ 1
静岡地域食材学Ｂ 1
茶学入門 2
ムセイオン静岡 － MUSEUMと文化A 1
ムセイオン静岡 － MUSEUMと文化B 1
ムセイオン静岡 － 世界の文化遺産A 1
ムセイオン静岡 － 世界の文化遺産B 1
ムセイオン静岡 － 舞台芸術A 1
ムセイオン静岡 － 舞台芸術B 1
静岡の市民活動 1
歴史からみるしずおか学 2
新聞でもっと静岡を知ろう 2
企業経営者に学ぶ静岡のビジネス最前線 2
SDGs概論 2
静岡「知」各論−食品環境科学と地域企業の視点から− 2
ふじのくにｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｰﾂｰﾘｽﾞﾑ：観る、食べる、学ぶ 2
静岡市連携・留学生等基礎教育講義 2
地域づくりの理論 2
地域づくりの方法 2
世界からしずおかを見る しずおかから世界へ 2
ふじのくに学（富士山） 2
ふじのくに学（お茶） 2
ふじのくに学（観光学） 1
ふじのくに学（演劇論） 2
ふじのくに学（防災） 2
ふじのくに学（南アルプスの自然） 1
ふじのくに学（静岡県の産業イノベーション） 2
ふじのくに学（静岡県の産業イノベーションⅡ） 2
ふじのくに学（静岡県の産業イノベーションⅢ） 2
ふじのくに学（しずおか） 1
ふじのくに学（農林業） 1
ふじのくに学（森林生態系からの恵み） 1
ふじのくに学（伊豆の温泉と産業おこし） 2
ふじのくに学（魅力ある食と地域づくり） 2
ふじのくに学（静岡県西部地域の特性と産業） 2
健康イノベーション教育プログラム 2
キャリアデザイン概論 2
男女共同参画社会とジェンダー 2
人権が支える社会 2
ジャーナリズム論 2
トレーニングの理論と実践 1
ライフスポーツ 1
キャリアと社会＊ 2
高野山で学ぶキャリアとわたし＊ 2
フレッシュマンイングリッシュⅠA 1
フレッシュマンイングリッシュⅡA 1
フレッシュマンイングリッシュⅠB 1
フレッシュマンイングリッシュⅡB 1
物理学 2
基礎化学 2
数学I 2
数学II 2
統計学 1 ※
身体運動科学 2
命と倫理 2 ※
情報科学 1
科学演習 1 ※
英語コミュニケーションⅠ 1
英語コミュニケーションⅡ 1
英語コミュニケーションⅢ 1
英語コミュニケーションⅣ 1
薬学英語 2
海外研修英語 1

薬
　
学
　
共
　
通
　
課
　
程

し
　
ず
　
お
　
か
　
学

しずおか学

卒業までに
2単位以上修得

すること

基
礎
科
目

基礎科目

必修科目22単位

自由選択科目４単位

（必要修得単位数）
合計

22単位



区分 授業科目 必修科目 選択科目 自由選択科目 備　　　考

薬学概論 2 ※
無機化学 2
有機化学 I 2
物理化学 I 2
物理化学 II 2
分析化学 I 2
分析化学 II 2
生物化学I 2 ※
生物化学II 2 ※
公衆衛生学 2 ※
機能形態生理学I 2 ※
有機化学 II 2
有機化学 III 2
有機化学IV 2
生薬学 2
物理化学III 2 ※
生物物理化学 1
生物化学III 2 ※
生物化学IV 2 ※
微生物学 2 ※
免疫学 2 ※
衛生薬学I 2 ※
衛生薬学II 2 ※
放射化学 1 ※
機能形態生理学II 2 ※
機能形態生理学III 2 ※
薬理学 I 2
薬理学II 2 ※
製剤学 2
薬剤学 1
薬物動態学 I 2 ※
薬品分析化学 2 ※
創薬科学 2
薬理学III 2
薬理学IV 2 ※
毒性学 2 ※
医薬品安全性学 1 ※
早期体験実習 1 ※
物理系薬学実習 1.5
生物系薬学実習Ⅰ 1.5 ※
化学系薬学実習Ⅰ 1
生物系薬学実習Ⅱ 2 ※
化学系薬学実習Ⅱ 2
医療系・生物系薬学実習 1.5 ※
薬剤系薬学実習 1.5 ※
医用工学実習 0.5 ※
臨床検査事前臨地実習 1 ※
生理検査学に関する臨床検査臨地実習 3 ※
生理検査学以外の臨床検査臨地実習 8 ※

薬
　
学
　
共
　
通
　
課
　
程

共
通
専
門
科
目

共通専門科目

必修科目
70単位

選択科目
０単位

自由選択科目
０単位

（最低必要修得単位数）

合計
70単位

共
通
専
門
実
習
科
目

必修科目　12単位

自由選択科目 12.5単位

（最低必要修得単位数）
合計

12単位



区分 授業科目 必修科目 選択科目 自由選択科目 備　　　考

医薬化学 1
有機合成論 1
薬品製造論 1
微生物薬品学 1
漢方薬学 2
臨床検査学 2 ※
遺伝子工学 1 ※
糖鎖生物学 1
薬物動態学II 2
薬物療法学I 2 ※
薬物療法学II 2 ※
疾患学I 2 ※
疾患学II 2 ※
創剤工学 1
薬学と社会Ⅰ 1 ※
医薬品情報学I 1
医薬品情報学II 1
遺伝子診断学 1 ※
生物統計学 1
医薬品製造開発論 1
薬学と社会II 1
医薬品情報学III 1
医療とコミュニケーション学 1
臨床薬物動態学 1 ※
薬物療法学III 2 ※
疾患学III 2 ※
筋生理学 1 ※
調剤学 2
臨床医学総論 1 ※
医用工学概論 2 ※
臨床検査総論 2 ※
臨床生理学 2 ※
医動物学 1 ※
イングリッシュ　リサーチ　プレゼンテーション 1
総合薬科学研究 10

＊南大阪地域大学コンソーシアム科目
※臨床検査技師国家試験受験資格要件：
　臨床検査技師国家試験の受験資格を取得するには、更に備考※の科目91単位の取得を必要とする。

(最低卒業必要修得単位数)
合計　１３２単位

学
科
専
門
課
程

薬
科
学
科
専
門
科
目

薬科学科
専門科目

必修科目
０単位

選択科目
33単位

自由選択科目
14単位

（最低必要修得単位数）
合計

10単位

薬
科
学
科

専
門
実
習
科
目

必修科目
10単位

（最低必要修得単位数）
合計

10単位



(1) 薬学部（薬学科）
区分 授業科目 必修科目 選択科目 自由選択科目

ドイツ語入門 2
フランス語入門 2
スペイン語入門 2
中国語入門 2
日本語作文Ａ 2
日本語作文Ｂ 2
中級日本語Ⅰ 2
中級日本語Ⅱ 2
情報検索実習 2
数理・データサイエンス・AI入門【遠隔授業】 1
ヒューマン・ケア 2
ＴＯＥＦＬ留学英語Ⅰ 1
ＴＯＥＦＬ留学英語Ⅱ 1
ＴＯＥＩＣビジネス基礎英語 1
ＴＯＥＩＣビジネス英語Ⅰ 1
ＴＯＥＩＣビジネス英語Ⅱ 1
自然科学概論 2
化学入門 2
生物学入門 2
薬剤発達史入門 2
物理学入門 2
環境科学入門 2
哲学入門 2
社会思想史入門 2
歴史学入門 2
宗教学入門 2
社会学入門 2
国際関係学入門 2
文化人類学入門 2
公共政策入門 2
心理学入門 2
生涯発達心理入門 2
知的財産管理入門 1
社会を変える手法：コミュニティ・オーガナイジング 2
国際安全保障入門Ⅰ 2
国際安全保障入門Ⅱ 2
くらしと化学A 1
くらしと化学B 1
実用科学英語基礎編 2
実用科学英語応用編 2
基礎生命科学Ⅰ 2
基礎生命科学Ⅱ 2
基礎生命科学ⅡB 1
現代日本文化入門A 1
現代日本文化入門B 1
経営分析入門A 1
経営分析入門B 1
英語で学ぶ日本語学ⅠA 1
英語で学ぶ日本語学ⅠB 1
英語で学ぶ日本語学ⅡA 1
英語で学ぶ日本語学ⅡB 1
財務会計入門A 1
財務会計入門B 1
言語の学習・習得ⅠA 1
言語の学習・習得ⅠB 1
言語の学習・習得ⅡA 1
言語の学習・習得ⅡB 1
Japanology 1

別表Ⅱ　学部基礎科目及び専門教育科目の授業科目名、単位数及び卒業に必要な最低修得単位数

備　　　考

英
　
語
　
に
　
よ
　
る
　
科
　
目

教養科目
(必要修得単位数）

４科目
８単位

薬
　
学
　
共
　
通
　
課
　
程

教
　
養
　
科
　
目



区分 授業科目 必修科目 選択科目 自由選択科目 備　　　考

静岡の健康長寿を支える取り組みと人々 2
静岡の防災と医療 2
静岡地域食材学Ａ 1
静岡地域食材学Ｂ 1
茶学入門 2
ムセイオン静岡 － MUSEUMと文化A 1
ムセイオン静岡 － MUSEUMと文化B 1
ムセイオン静岡 － 世界の文化遺産A 1
ムセイオン静岡 － 世界の文化遺産B 1
ムセイオン静岡 － 舞台芸術A 1
ムセイオン静岡 － 舞台芸術B 1
静岡の市民活動 1
歴史からみるしずおか学 2
新聞でもっと静岡を知ろう 2
企業経営者に学ぶ静岡のビジネス最前線 2
SDGs概論 2
静岡「知」各論−食品環境科学と地域企業の視点から− 2
ふじのくにｶﾞｽﾄﾛﾉﾐｰﾂｰﾘｽﾞﾑ：観る、食べる、学ぶ 2
静岡市連携・グローバル人材育成講義 2
地域づくりの理論 2
地域づくりの方法 2
世界からしずおかを見る しずおかから世界へ 2
ふじのくに学（富士山） 2
ふじのくに学（お茶） 2
ふじのくに学（観光学） 1
ふじのくに学（演劇論） 2
ふじのくに学（防災） 2
ふじのくに学（南アルプスの自然） 1
ふじのくに学（静岡県の産業イノベーション） 2
ふじのくに学（静岡県の産業イノベーションⅡ） 2
ふじのくに学（静岡県の産業イノベーションⅢ） 2
ふじのくに学（しずおか） 1
ふじのくに学（農林業） 1
ふじのくに学（森林生態系からの恵み） 1
ふじのくに学（伊豆の温泉と産業おこし） 2
ふじのくに学（魅力ある食と地域づくり） 2
ふじのくに学（静岡県西部地域の特性と産業） 2
健康イノベーション教育プログラム 2
キャリアデザイン概論 2
男女共同参画社会とジェンダー 2
人権が支える社会 2
ジャーナリズム論 2
トレーニングの理論と実践 1
ライフスポーツ 1
キャリアと社会＊ 2
高野山で学ぶキャリアとわたし＊ 2
フレッシュマンイングリッシュⅠA 1
フレッシュマンイングリッシュⅡA 1
フレッシュマンイングリッシュⅠB 1
フレッシュマンイングリッシュⅡB 1
物理学 2
基礎化学 2
数学I 2
数学II 2
統計学 1
身体運動科学 2
命と倫理 2
情報科学 1
科学演習 1
英語コミュニケーションⅠ 1
英語コミュニケーションⅡ 1
英語コミュニケーションⅢ 1
英語コミュニケーションⅣ 1
薬学英語 2
海外研修英語 1

基
礎
科
目

基礎科目

必修科目22単位

自由選択科目４単位

（必要修得単位数）
合計

22単位

薬
　
学
　
共
　
通
　
課
　
程

し
　
ず
　
お
　
か
　
学

しずおか学

卒業までに
2単位以上修得

すること



区分 授業科目 必修科目 選択科目 自由選択科目 備　　　考

薬学概論 2
無機化学 2
有機化学 I 2
物理化学 I 2
物理化学 II 2
分析化学 I 2
分析化学 II 2
生物化学I 2
生物化学II 2
公衆衛生学 2
機能形態生理学I 2
有機化学 II 2
有機化学 III 2
有機化学IV 2
生薬学 2
物理化学III 2
生物物理化学 1
生物化学III 2
生物化学IV 2
微生物学 2
免疫学 2
衛生薬学I 2
衛生薬学II 2
放射化学 1
機能形態生理学II 2
機能形態生理学III 2
薬理学 I 2
薬理学II 2
製剤学 2
薬剤学 1
薬物動態学 I 2
薬品分析化学 2
創薬科学 2
薬理学III 2
薬理学IV 2
毒性学 2
医薬品安全性学 1
早期体験実習 1
物理系薬学実習 1.5
生物系薬学実習Ⅰ 1.5
化学系薬学実習Ⅰ 1
生物系薬学実習Ⅱ 2
化学系薬学実習Ⅱ 2
医療系・生物系薬学実習 1.5
薬剤系薬学実習 1.5
医用工学実習 0.5

薬
　
学
　
共
　
通
　
課
　
程

共
通
専
門
科
目

共通専門科目

必修科目
70単位

選択科目
０単位

自由選択科目
０単位

（最低必要修得単位

数）

合計
70単位

共
通
専
門
実
習
科
目

必修科目　12単位
自由選択科目　0.5単

位

（最低必要修得単位
数）
合計

12単位



区分 授業科目 必修科目 選択科目 自由選択科目 備　　　考

医薬化学 1
有機合成論 1
薬品製造論 1
微生物薬品学 1
漢方薬学 2
臨床検査学 2
遺伝子工学 1
糖鎖生物学 1
薬物動態学II 2
薬物療法学I 2
薬物療法学II 2
疾患学I 2
疾患学II 2
創剤工学 1
薬学と社会Ⅰ 1
医薬品情報学I 1
医薬品情報学II 1
遺伝子診断学 1
生物統計学 1
医薬品製造開発論 1
薬学と社会II 1
医薬品情報学III 1
医療とコミュニケーション学 1
臨床薬物動態学 1
薬物療法学III 2
疾患学III 2
筋生理学 1
調剤学 2
症候学 2
臨床医学総論 1
医用工学概論 2
臨床検査総論 2
臨床生理学 2
医動物学 1
イングリッシュ　リサーチ　プレゼンテーション 1
臨床薬学演習Ⅰ 0.5
臨床薬学演習Ⅱ 0.5
臨床薬学演習Ⅲ 0.5
臨床薬学演習Ⅳ 2.5
総合薬学演習 3
実務事前実習（１ヶ月） 3
病院実務実習（11週間） 10
薬局実務実習（11週間） 10
総合薬学研究 15
静岡救命連携演習 2
アドバンスト実務実習-地域医療 1
アドバンスト実務実習-国際医療 1
アドバンスト実務実習-臨床薬学 1

＊南大阪地域大学コンソーシアム科目

（最低卒業必要修得単位数）
合計　１９４単位

学
科
専
門
課
程

薬
学
科
専
門
科
目

薬学科
専門科目

必修科目
３１単位

選択科目
１０単位

自由選択科目
８単位

（最低必要修得単位数）

合計　３５単位

薬
学
科
専
門
実
習
科
目

必修科目
４７単位

自由選択科目
３単位

（最低必要修得単位数）
合計　４７単位



学則別表Ⅱ　　　　学部基礎科目及び専門教育科目の授業科目名、単位数及び卒業に必要な最低必要修得単位数

(2) 食品栄養科学部（食品生命科学科）

区分 授業科目 必修 選択 備　　　考 区分 授業科目 必修 選択 備　　　考

化学Ⅰ 2 微生物学 2

化学実験 1 免疫学 2

生物学Ⅰ 2 （必要修得単位数） 分子生物学 2

生物学実験 1 遺伝子工学 2

物理学Ⅰ 2 食品衛生学Ⅰ 2

食品・栄養・環境科学概論Ⅰ 2 ・必修科目 22単位 食品衛生学Ⅱ 2

食品・栄養・環境科学概論Ⅱ 2 生物化学 2

基礎統計学 1  　合計　  22単位 生化学実験 1

オーラルコミュニケーションⅠ 1 物理化学 2

オーラルコミュニケーションⅡ 1 食品物理学 2

オーラルコミュニケーションⅢ 1 物理学実験 1

オーラルコミュニケーションⅣ 1 酵素学 2

リスニングⅠ 1 数学 2

リスニングⅡ 1 応用統計学 2

TOEIC英語Ⅰ 1 技術者倫理 2

TOEIC英語Ⅱ 1 バイオインフォマティクス 1

食品栄養科学入門 1 食品生命情報科学 2

食品学総論 2 （最低必要修得 食品生命科学実験Ⅰ 3 (食品有機化学分野）

栄養学総論 2 　　　　単位数） 食品生命科学実験Ⅱ 2 (食品衛生学分野）

情報科学演習 1 食品生命科学実験Ⅲ 2 (食品生命工学分野)

食品化学 2 ・必修科目76単位 食品生命科学実験Ⅳ 2 (食品プロセス工学分野)

食品化学実験 2 ・選択科目20単位 英語で学ぶ食品生命科学 2

有機化学Ⅰ 2 　合計　  96単位 卒業研究 8

有機化学Ⅱ 2

有機化学Ⅲ 2

食品工学Ⅰ 2

食品工学Ⅱ 2 　

食品プロセス学 2 　

食品分析化学 2 　

食品包装論 1 　

発酵学 2

化学Ⅱ 2 基礎数学＊ 2 ＊卒業必要単位として

生物学Ⅱ 2 分析化学 2 は取り扱われない

物理学Ⅱ 2 植物学 1

人体生理学 2 環境工学 2

栄養化学 2 循環資源論 2

機器分析学 2 地学Ⅰ 2

天然物化学 2 地学Ⅱ 2

ヒューマンゲノミクス 1 地学実験 1

放射化学 2 代謝工学 2

食料経済 2 食料生産学 2

蛋白質工学 1 食品機能学 1

バイオテクノロジー論 1 食品マーケティング論 1

海外研修英語 1

インターンシップ 1

学
　
部
　
基
　
礎
　
科
　
目

専
　
　
　
門
　
　
　
教
　
　
　
育
　
　
　
科
　
　
　
目

必
　
　
　
　
修
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目専

 
門
 
教
 
育
 
科
 
目

必
　
修
　
科
　
目

専
　
門
 
教
 
育
 
科
 
目

選
　
択
　
科
　
目

専
　
門
 
教
 
育
 
科
 
目

選
　
択
　
科
　
目

(最低卒業必要修得単位数）132単位



学則別表Ⅱ　　　　学部基礎科目及び専門教育科目の授業科目名、単位数及び卒業に必要な最低必要修得単位数
(2) 食品栄養科学部（栄養生命科学科）

区分 授業科目 必修 選択 備　　　考 区分 授業科目 必修 選択 備　　　考

化学Ⅰ 2 情報科学 2

化学実験 1 応用栄養学Ⅱ 2

生物学Ⅰ 2 栄養学実験 1

生物学実験 1 （必要修得単位数） 栄養機能論 2

物理学Ⅰ 2 栄養化学実験 1
食品・栄養・環境科学概論Ⅰ 2 応用栄養学実習 1
食品・栄養・環境科学概論Ⅱ 2 ・必修科目 22単位 臨床栄養学 2

基礎統計学 1 臨床病態学 3
オーラルコミュニケーションⅠ 1  　合計　  22単位 治療食実習 1
オーラルコミュニケーションⅡ 1 臨床栄養学実習 1
オーラルコミュニケーションⅢ 1 臨床栄養管理学Ⅰ 2
オーラルコミュニケーションⅣ 1 公衆衛生学 2

リスニングⅠ 1 健康管理概論 1

リスニングⅡ 1 公衆衛生学実験 1

TOEIC英語Ⅰ 1 栄養教育論Ⅰ 2

TOEIC英語Ⅱ 1 栄養教育論Ⅱ 2
食品栄養科学入門 1 栄養教育論実習 1

生化学Ⅰ 2 （最低必要修得 公衆栄養学Ⅰ 2

生化学Ⅱ 2 　　　　単位数） 公衆栄養学Ⅱ 1

生化学実験 1 ・必修科目84単位 給食経営管理論Ⅰ 2

微生物学 2 ・選択科目17単位 給食経営管理論Ⅱ 2

免疫学 2 　合計   101単位 調理科学 2

微生物学実験 1 応用統計学 2

食品衛生学実験 1 栄養疫学 1

食品化学 2 食品学総論 2

食材学 2 食品衛生学 2

基礎栄養学 2 解剖生理学 3

応用栄養学Ⅰ 2 解剖生理学実験 1
データサイエンス・AI 2 保健医療福祉論 1

食品分析化学 2

分子生物学 2

栄養生命科学研究 3

卒業研究 8

化学Ⅱ 2 栄養生命科学英語 1

生物学Ⅱ 2 総合演習 2

物理学Ⅱ 2 臨地実習（臨床栄養学） 2

運動生理学 1 臨地実習（公衆栄養学） 1

病理学 1 校外実習（給食の運営） 1

食品学実験 2 海外研修英語 1

臨床栄養管理学Ⅱ 2 2

臨床薬理学 2

公衆栄養学実習 1

給食経営管理実習 2

調理科学実験 1

調理学実習 2

栄養カウンセリング論 2

食料経済 2

バイオテクノロジー論 1

遺伝子工学 2

放射化学 2

有機化学Ⅰ 2

有機化学Ⅱ 2

酵素学 2

ﾋｭｰﾏﾝｹﾞﾉﾐｸｽ 1

専
門
教
育
科
目

選
択
科
目

（最低卒業必要修得単位数）137単位

専
門
教
育
科
目

選
択
科
目

データサイエンス・
AI（R2、R3入学者
編）＊

＊卒業必要単位としては
取り扱われない

学
部
基
礎
科
目

専
門
教
育
科
目

必
修
科
目

専
門
教
育
科
目

必
修
科
目



学則別表Ⅱ　　　　学部基礎科目及び専門教育科目の授業科目名、単位数及び卒業に必要な最低必要修得単位数
(2) 食品栄養科学部（環境生命科学科）

区分 授業科目 必修 選択 備　　　考 区分 授業科目 必修 選択

化学Ⅰ 2 微生物学 2 ・選択科目Aから

化学実験 1 環境微生物学 2 2単位以上履修

生物学Ⅰ 2 （必要修得単位数）

生物学実験 1

物理学Ⅰ 2

食品･栄養･環境科学概論Ⅰ 2 ・必修科目 22単位 食品衛生学Ⅰ 2 ・選択科目Bから

食品･栄養･環境科学概論Ⅱ 2 食品衛生学Ⅱ 2 2単位以上履修

基礎統計学 1  　合計　  22単位 ヒューマンエコロジー 2

オーラルコミュニケーションⅠ 1

オーラルコミュニケーションⅡ 1

オーラルコミュニケーションⅢ 1 環境有機化学 2 ・選択科目Cから

オーラルコミュニケーションⅣ 1 毒性学 2 2単位以上履修

リスニングⅠ 1 反応有機化学 2

リスニングⅡ 1 合成生物学 2

TOEIC英語Ⅰ 1 化学Ⅱ 2

TOEIC英語Ⅱ 1 食品化学 2

食品栄養科学入門 1 環境分析化学 2 ・選択科目A～Dから

環境学総論 2 （最低必要修得 栄養学総論 2 22単位以上履修

分析化学 2 　　　　単位数） 発生遺伝学 2

植物学 1 ・必修科目 54単位 放射化学 2

基礎生化学 2 ・選択科目 34単位 酵素学 2

細胞生物学 2 　合計　 　88単位 食料生産学 2

生態遺伝学 2 環境工学 2 ・選択科目A～Eから

基礎環境生命科学実験 1 植物環境学 2 34単位以上履修

物理学実験 1 代謝工学 2

物理化学 2 環境計量論 2

数学 2 環境応答学 2

情報科学 2 食品学総論 2

応用統計学 2 食品学総論 2

植物生理学 2 インターンシップ 1

動物生理学 2 生物学Ⅱ 2

技術者倫理 2 物理学Ⅱ 2

環境生命科学実験Ⅰ 2 地学Ⅰ 2

環境生命科学実験Ⅱ 3 地学Ⅱ 2

環境生命科学実験Ⅲ 2 地学実験 1

環境生命科学実験Ⅳ 2.5 遺伝子工学 2

環境科学英語Ⅰ 1.5 発酵学 2

環境科学英語Ⅱ 1 免疫学 2

食料経済 2

天然物化学 2

環境生命科学英語 1 食品生命情報科学 2

フィールドワーク 1 海外研修英語 1

環境生命科学研究 3

卒業研究 8

基礎数学＊ 2 ＊卒業必要単位としては

取り扱われない

必
　
修
　
科
　
目

選
択
科
目
E

（最低卒業必要修得単位数）124単位

備　　　考

学
　
部
　
基
　
礎
　
科
　
目

専
　
門
 
教
 
育
 
科
 
目

選
択
科
目
A

選
択
科
目
B

選
択
科
目
C

選
択
科
目
D

Environmental and
Life Sciences

2

専
 
門
 
教
 
育
 
科
 
目



別表Ⅱ　学部基礎科目及び専門教育科目の授業科目名、単位数及び卒業に必要な最低修得単位数 

（3）国際関係学部（国際関係学科）

授業科目 必修 選択 備考

国際政治入門Ⅰ 2

国際政治入門Ⅱ 2 専門教育科目

国際政治入門Ⅲ 2 （最低必要修得単位数）

国際政治入門Ⅳ 2 ・必修　 18単位

政治学入門 2 ・選択　 98単位

外交史入門 2 　合計　116単位

国際法学入門 2

障害学入門 2 ［内訳］

家族・ジェンダー論入門 2

グローバル化と地域社会 2

実践的文章論Ａ 2

実践的文章論Ｂ 2

ベーシック・スタディⅠ 2

ベーシック・スタディⅡ 2

ベーシック・スタディⅢ 2

コンピューター・リテラシー 2

社会調査法入門 2

社会統計学ⅠＡ 2

社会統計学ⅠＢ 2

日本語教育学Ａ 2

日本文学研究ⅠＡ 2

日本文学研究ⅠＢ 2

（必修英語）

フレッシュマンイングリッシュⅠＡ 1

フレッシュマンイングリッシュⅠＢ 1

フレッシュマンイングリッシュⅡＡ 1

フレッシュマンイングリッシュⅡＢ 1

英語コミュニケーションＡ 1

英語コミュニケーションＢ 1

（課題探究型英語Ⅰ）

英会話Ａ 1

英会話Ｂ 1

英作文Ａ 1

英作文Ｂ 1

英語プレゼンテーションＡ 1

英語プレゼンテーションＢ 1

ＰＢＬ English ⅠＡ 2

ＰＢＬ English ⅠＢ 2

（課題探究型英語Ⅱ）

英語アクティブラーニング 2

時事英語 2

英語で読む国際関係入門Ａ 1

英語で読む国際関係入門Ｂ 1

ＰＢＬ English ⅡＡ 2

ＰＢＬ English ⅡＢ 2

ラーニングクラスター
　アカデミック・リテラシーから
　　・選択　8単位
　英語コミュニケーションから
　　・必修　6単位
　　・課題探究型英語Ⅰ 選択 4単位
　　・課題探究型英語Ⅱ 選択 4単位
　　合計　14単位
　地域実践力から
　　・地域言語　選択　8単位
　　・地域研究・フィールドワーク
　　　　　　　　選択　8単位
　　合計　16単位
　学部基盤科目から
　　・選択　8単位

ブリッジ科目から
　   ・選択　12単位

専門プログラム
　国際公共政策、国際開発、共生社会
　のうちのいずれか1つから
　   ・選択　20単位

自由選択科目から
　  ・選択　26単位

演習
　   ・必修　4単位

卒業研究
　   ・必修　8単位

区分

英語コミュニ
ケーション

アカデミック・
リテラシー

ラーニング
クラスター

専
門
教
育
科
目



授業科目 必修 選択 備考区分

（地域言語）

中国語ⅠＡ 1

中国語ⅠＢ 1

中国語ⅡＡ 1

中国語ⅡＢ 1

中国語ⅢＡ 1

中国語ⅢＢ 1

中国語ⅣＡ 1

中国語ⅣＢ 1

韓国語ⅠＡ 1

韓国語ⅠＢ 1

韓国語ⅡＡ 1

韓国語ⅡＢ 1

韓国語ⅢＡ 1

韓国語ⅢＢ 1

韓国語ⅣＡ 1

韓国語ⅣＢ 1

フィリピン語ⅠＡ 1

フィリピン語ⅠＢ 1

フィリピン語ⅡＡ 1

フィリピン語ⅡＢ 1

フィリピン語ⅢＡ 1

フィリピン語ⅢＢ 1

フィリピン語ⅣＡ 1

フィリピン語ⅣＢ 1

ドイツ語ⅠＡ 1

ドイツ語ⅠＢ 1

ドイツ語ⅡＡ 1

ドイツ語ⅡＢ 1

ドイツ語ⅢＡ 1

ドイツ語ⅢＢ 1

ドイツ語ⅣＡ 1

ドイツ語ⅣＢ 1

フランス語ⅠＡ 1

フランス語ⅠＢ 1

フランス語ⅡＡ 1

フランス語ⅡＢ 1

フランス語ⅢＡ 1

フランス語ⅢＢ 1

フランス語ⅣＡ 1

フランス語ⅣＢ 1

ロシア語ⅠＡ 1

ロシア語ⅠＢ 1

ロシア語ⅡＡ 1

ロシア語ⅡＢ 1

ロシア語ⅢＡ 1

ロシア語ⅢＢ 1

ロシア語ⅣＡ 1

ロシア語ⅣＢ 1

スペイン語ⅠＡ 1

スペイン語ⅠＢ 1

スペイン語ⅡＡ 1

スペイン語ⅡＢ 1

スペイン語ⅢＡ 1

スペイン語ⅢＢ 1

スペイン語ⅣＡ 1

スペイン語ⅣＢ 1

地域実践力ラーニング
クラスター

専
門
教
育
科
目



授業科目 必修 選択 備考区分

日本語ⅠＡ 1

日本語ⅠＢ 1

日本語ⅡＡ 1

日本語ⅡＢ 1 　　　日本語は留学生に適用

日本語ⅢＡ 1

日本語ⅢＢ 1

日本語ⅣＡ 1

日本語ⅣＢ 1

（地域研究・フィールドワーク）

現代アメリカ論Ａ 2

現代アメリカ論Ｂ 2

現代ロシア・東欧論Ａ 2

現代ロシア・東欧論Ｂ 2

現代中国論Ａ 2

現代中国論Ｂ 2

現代韓国朝鮮論Ａ 2

現代韓国朝鮮論Ｂ 2

現代ヨーロッパ論Ａ 2

現代ヨーロッパ論Ｂ 2

現代東南アジア論Ａ 2

現代東南アジア論Ｂ 2

中東アフリカ論Ａ 2

中東アフリカ論Ｂ 2

フィールド・スタディＡ 2

フィールド・スタディＢ 2

フィールドワークⅠ 2

フィールドワークⅡＡ 2

フィールドワークⅡＢ 2

国際政治学Ａ 2

国際政治学Ｂ 2

人類と文化Ａ 2

人類と文化Ｂ 2

国際関係論Ａ 2

国際関係論Ｂ 2

日本文化論Ａ 2

日本文化論Ｂ 2

ことばと心理Ａ 2

ことばと心理Ｂ 2

国際政治概論Ａ 2

国際政治概論Ｂ 2

国際関係史Ａ 2

国際関係史Ｂ 2

政治学 2

社会政策論Ａ 2

社会政策論Ｂ 2

マクロ経済学Ａ 2

マクロ経済学Ｂ 2

ミクロ経済学Ａ 2

ミクロ経済学Ｂ 2

経済学入門Ａ 2

経済学入門Ｂ 2

組織マネジメント入門Ａ 2

組織マネジメント入門Ｂ 2

国際法Ⅰ 2

法学概論Ａ 2

法学概論Ｂ 2

日本国憲法Ａ 2

日本国憲法Ｂ 2

民法Ａ 2

民法Ｂ 2

国際社会学 2

学部基盤科目

地域実践力

ブリッジ科目

ラーニング
クラスター

専
門
教
育
科
目



授業科目 必修 選択 備考区分

人種と民族の社会学Ａ 2

人種と民族の社会学Ｂ 2

社会心理学入門 2

社会統計学Ⅱ 2

質問票調査法 2

（国際公共政策）

国際法Ⅱ 2

国際法Ⅲ 2

国際法Ⅳ 2

国際経済法ⅠＡ 2

国際経済法ⅠＢ 2

国際経済法Ⅱ 2

国際組織法Ａ 2

国際組織法Ｂ 2

安全保障論Ａ 2

安全保障論Ｂ 2

日本外交論Ａ 2

日本外交論Ｂ 2

比較政治論Ａ 2

比較政治論Ｂ 2

アメリカ政治外交 2

ヨーロッパ政治外交Ａ 2

ヨーロッパ政治外交Ｂ 2

中東政治外交 2

政治思想史Ａ 2

政治思想史Ｂ 2

国際思想史Ａ 2

国際思想史Ｂ 2

アジア地域協力論Ａ 2

アジア地域協力論Ｂ 2

アジアにおけるロシア 2

現代中国の諸相Ａ 2

現代中国の諸相Ｂ 2

援助プログラム評価論Ａ 2

援助プログラム評価論Ｂ 2

開発金融論Ａ 2

開発金融論Ｂ 2

行政法Ａ 2

行政法Ｂ 2

商法Ａ 2

商法Ｂ 2

（国際開発）

援助プログラム評価論Ａ 2

援助プログラム評価論Ｂ 2

開発金融論Ａ 2

開発金融論Ｂ 2

開発経済学Ａ 2

開発経済学Ｂ 2

多国籍企業論Ａ 2

多国籍企業論Ｂ 2

プロジェクト・ファイナンス論Ａ 2

プロジェクト・ファイナンス論Ｂ 2

開発人類学Ⅰ 2

開発人類学Ⅱ 2

開発人類学Ⅲ 2

グローバル化の人類学 2

災害人類学 2

観光人類学 2

文化遺産の人類学 2

ブリッジ科目専
門
教
育
科
目 専門プログラム



授業科目 必修 選択 備考区分

国際経営論Ａ 2

国際経営論Ｂ 2

国際法Ⅱ 2

国際法Ⅲ 2

国際経済法ⅠＡ 2

国際経済法ⅠＢ 2

国際組織法Ａ 2

東南アジア文化論Ａ 2

東南アジア文化論Ｂ 2

東南アジア社会論 2

アジア地域協力論Ａ 2

アジア地域協力論Ｂ 2

（共生社会）

マイグレーション論 2

ナショナリズム論 2

家族論Ａ 2

家族論Ｂ 2

多文化共生論Ａ 2

多文化共生論Ｂ 2

集団間関係論 2

共生の社会学Ａ 2

共生の社会学Ｂ 2

ジェンダー論Ａ 2

ジェンダー論Ｂ 2

国際人権と障害 2

生きづらさと支援 2

教育と共生 2

ウェルビーイングの心理学 2

異文化コミュニケーションＡ 2

異文化コミュニケーションＢ 2

メディア文化論Ａ 2

メディア文化論Ｂ 2

文化遺産の人類学 2

マイノリティ論Ａ 2

マイノリティ論Ｂ 2

（自由選択言語科目）

海外研修英語 1～6

海外研修中国語 2

ドイツ語会話Ａ 1

ドイツ語会話Ｂ 1

フランス語会話Ａ 1

フランス語会話Ｂ 1

スペイン語会話Ａ 1

スペイン語会話Ｂ 1

検定英語 2～6

検定ドイツ語 2～6

検定フランス語 2～6

検定スペイン語 2～6

海外研修ドイツ語 2～4

海外研修フランス語 2～4

海外研修スペイン語 2～4

検定韓国語 2～6

海外研修韓国語 4～8

アカデミック・リテラシー、英語コミュ
ニケーション、地域言語、演習及び卒業
研究に分類された授業科目を除くすべて
の国際関係学部専門教育科目並びに全学
共通科目

各1～2 全学共通科目は16単位以内

演習ⅠＡ 1

演習ⅠＢ 1

演習ⅡＡ 1

演習ⅡＢ 1

8卒業研究

自由選択科目

演習

専
門
教
育
科
目

専門プログラム



別表Ⅱ　学部基礎科目及び専門教育科目の授業科目名、単位数及び卒業に必要な最低修得単位数

（3）国際関係学部（国際言語文化学科）

授業科目 必修 選択 備考

国際言語文化入門Ⅰ 2

国際言語文化入門Ⅱ 2 専門教育科目

国際言語文化入門Ⅲ 2 （最低必要修得単位数）

国際言語文化入門Ⅳ 2 ・必修　 18単位

比較文化入門Ⅰ 2 ・選択　 98単位

比較文化入門Ⅱ 2 　合計　116単位

比較文化入門Ⅲ 2

日本思想史Ａ 2 ［内訳］

日本思想史Ｂ 2

ロシアの社会と文化 2

中華圏の社会と文化 2

韓国朝鮮の社会と文化 2

東南アジアの社会と文化 2

文学と社会 2

歴史と社会 2

比較文学入門 2

映像と社会 2

ヨーロッパ文学入門 2

西洋古典入門 2

コンピューター・リテラシー 2

日本語教育学Ａ 2

日本文学研究ⅠＡ 2

日本文学研究ⅠＢ 2

社会調査法入門 2

社会統計学ⅠＡ 2

社会統計学ⅠＢ 2

（必修英語）

フレッシュマンイングリッシュⅠＡ 1

フレッシュマンイングリッシュⅠＢ 1

フレッシュマンイングリッシュⅡＡ 1

フレッシュマンイングリッシュⅡＢ 1

英語コミュニケーションＡ 1

英語コミュニケーションＢ 1

（課題探究型英語Ⅰ）

英会話Ａ 1

英会話Ｂ 1

英作文Ａ 1

英作文Ｂ 1

英語プレゼンテーションＡ 1

英語プレゼンテーションＢ 1

ＰＢＬ English ⅠＡ 2

ＰＢＬ English ⅠＢ 2

（課題探究型英語Ⅱ）

英語アクティブラーニング 2

時事英語 2

英語で読む国際関係入門Ａ 1

英語で読む国際関係入門Ｂ 1

ＰＢＬ English ⅡＡ 2

ＰＢＬ English ⅡＢ 2

（地域言語）

中国語ⅠＡ 1

中国語ⅠＢ 1

中国語ⅡＡ 1

中国語ⅡＢ 1

中国語ⅢＡ 1

中国語ⅢＢ 1

中国語ⅣＡ 1

中国語ⅣＢ 1

地域実践力

ラーニングクラスター
　アカデミック・リテラシーから
　　・選択　8単位
　英語コミュニケーションから
　　・必修　6単位
　　・課題探究型英語Ⅰ 選択 4単位
　　・課題探究型英語Ⅱ 選択 4単位
　　合計　14単位
　地域実践力から
　　・地域言語　選択　8単位
　　・地域研究・フィールドワーク
　　　　　　　　選択　8単位
　　合計　16単位
　学部基盤科目から
　　・選択　8単位

ブリッジ科目から
　   ・選択　12単位

専門プログラム
　グローバル・コミュニケーション、
　比較文化、日本研究、アジア研究、
　ヨーロッパ研究のうちのいずれか
　1つから
　  ・選択　20単位

自由選択科目から
　  ・選択　26単位

演習
　  ・必修　4単位

卒業研究
　  ・必修　8単位

区分

ラーニン
グクラス
ター

専
門
教
育
科
目

アカデミック・
リテラシー

英語コミュニ
ケーション



授業科目 必修 選択 備考区分

韓国語ⅠＡ 1

韓国語ⅠＢ 1

韓国語ⅡＡ 1

韓国語ⅡＢ 1

韓国語ⅢＡ 1

韓国語ⅢＢ 1

韓国語ⅣＡ 1

韓国語ⅣＢ 1

フィリピン語ⅠＡ 1

フィリピン語ⅠＢ 1

フィリピン語ⅡＡ 1

フィリピン語ⅡＢ 1

フィリピン語ⅢＡ 1

フィリピン語ⅢＢ 1

フィリピン語ⅣＡ 1

フィリピン語ⅣＢ 1

ドイツ語ⅠＡ 1

ドイツ語ⅠＢ 1

ドイツ語ⅡＡ 1

ドイツ語ⅡＢ 1

ドイツ語ⅢＡ 1

ドイツ語ⅢＢ 1

ドイツ語ⅣＡ 1

ドイツ語ⅣＢ 1

フランス語ⅠＡ 1

フランス語ⅠＢ 1

フランス語ⅡＡ 1

フランス語ⅡＢ 1

フランス語ⅢＡ 1

フランス語ⅢＢ 1

フランス語ⅣＡ 1

フランス語ⅣＢ 1

ロシア語ⅠＡ 1

ロシア語ⅠＢ 1

ロシア語ⅡＡ 1

ロシア語ⅡＢ 1

ロシア語ⅢＡ 1

ロシア語ⅢＢ 1

ロシア語ⅣＡ 1

ロシア語ⅣＢ 1

スペイン語ⅠＡ 1

スペイン語ⅠＢ 1

スペイン語ⅡＡ 1

スペイン語ⅡＢ 1

スペイン語ⅢＡ 1

スペイン語ⅢＢ 1

スペイン語ⅣＡ 1

スペイン語ⅣＢ 1

日本語ⅠＡ 1

日本語ⅠＢ 1

日本語ⅡＡ 1

日本語ⅡＢ 1 　　日本語は留学生に適用

日本語ⅢＡ 1

日本語ⅢＢ 1

日本語ⅣＡ 1

日本語ⅣＢ 1

（地域研究・フィールドワーク）

現代アメリカ論Ａ 2 　　
現代アメリカ論Ｂ 2

現代ロシア・東欧論Ａ 2

現代ロシア・東欧論Ｂ 2

地域実践力ラーニン
グクラス
ター

専
門
教
育
科
目



授業科目 必修 選択 備考区分

現代中国論Ａ 2

現代中国論Ｂ 2

現代韓国朝鮮論Ａ 2

現代韓国朝鮮論Ｂ 2

現代ヨーロッパ論Ａ 2

現代ヨーロッパ論Ｂ 2

現代東南アジア論Ａ 2

現代東南アジア論Ｂ 2

中東アフリカ論Ａ 2

中東アフリカ論Ｂ 2

フィールド・スタディＡ 2

フィールド・スタディＢ 2

フィールドワークⅠ 2

フィールドワークⅡＡ 2

フィールドワークⅡＢ 2

国際政治学Ａ 2

国際政治学Ｂ 2

人類と文化Ａ 2

人類と文化Ｂ 2

国際関係論Ａ 2

国際関係論Ｂ 2

日本文化論Ａ 2

日本文化論Ｂ 2

ことばと心理Ａ 2

ことばと心理Ｂ 2

英米文学概論Ａ 2

英米文学概論Ｂ 2

英米史Ａ 2

英米史Ｂ 2

比較文化へのアプローチ 2

グローバルコミュニケーション入門 2

英語音声学Ⅰ 2

英文法Ａ 2

英文法Ｂ 2

英語学概論Ａ 2

英語学概論Ｂ 2

漢文学概論ⅠＡ 2

漢文学概論ⅠＢ 2

漢文学概論Ⅱ 2

言語学概論Ⅰ 2

言語学概論Ⅱ 2

日本語学概論Ａ 2

日本語学概論Ｂ 2

日本語表現法ⅠＡ 2

日本語表現法ⅠＢ 2

日本文学研究ⅡＡ 2

日本文学研究ⅡＢ 2

日本文学史Ａ 2

日本文学史Ｂ 2

日本思想概論Ａ 2

日本思想概論Ｂ 2

日本とアジアＡ 2

日本とアジアＢ 2

中国現代史Ａ 2

中国現代史Ｂ 2

韓国朝鮮現代史Ａ 2

韓国朝鮮現代史Ｂ 2

東南アジア現代史Ａ 2

東南アジア現代史Ｂ 2

ロシア現代史Ａ 2

ロシア現代史Ｂ 2

地域実践力

ブリッジ科目

ラーニン
グクラス
ター

専
門
教
育
科
目

学部基盤科目



授業科目 必修 選択 備考区分

ヨーロッパ史Ⅰ 2

ヨーロッパ史Ⅱ 2

ヨーロッパ史III 2

ヨーロッパ思想Ａ 2

ヨーロッパ思想Ｂ 2

ヨーロッパ研究入門Ａ 2

ヨーロッパ研究入門Ｂ 2

フランス史入門 2

（グローバル・コミュニケーション）

コミュニケーション論Ａ 2

コミュニケーション論Ｂ 2

異文化コミュニケーションＡ 2

異文化コミュニケーションＢ 2

比較言語論Ａ 2

比較言語論Ｂ 2

英語表現法Ａ 2

英語表現法Ｂ 2

英語音声学Ⅱ 2

教育言語学概論Ａ 2

教育言語学概論Ｂ 2

英米語学特殊研究 2

英語リテラシースキル 2

コミュニケーション・デザイン 2

通訳の理論と実践 2

音声言語 2

日本語文法論Ａ 2

日本語文法論Ｂ 2

日本語教授法Ａ 2

日本語教授法Ｂ 2

日本語教育学Ｂ 2

日本語教育実践研究 2

日本語史Ａ 2

日本語史Ｂ 2

日本語学特殊研究 2

日本語表現法ⅡＡ 2

日本語表現法ⅡＢ 2

日本学研究Ａ 2

日本学研究Ｂ 2

（比較文化）

比較文化論Ａ 2

比較文化論Ｂ 2

比較文化特殊研究Ａ 2

比較文化特殊研究Ｂ 2

英米文化論Ａ 2

英米文化論Ｂ 2

英米文学史Ａ 2

英米文学史Ｂ 2

英米の社会と文化ⅠＡ 2

英米の社会と文化ⅠＢ 2

英米の社会と文化ⅡＡ 2

英米の社会と文化ⅡＢ 2

英米の社会と文化ⅢＡ 2

英米の社会と文化ⅢＢ 2

英米文化特殊研究 2

英語文学特殊研究 2

オーストラリア文化論Ａ 2

オーストラリア文化論Ｂ 2

多文化共生論Ａ 2

多文化共生論Ｂ 2

公共史 2

ブリッジ科目

専門プログラム

専
門
教
育
科
目



授業科目 必修 選択 備考区分

文化政策Ａ 2

文化政策Ｂ 2

比較日本文化論Ａ 2

比較日本倫理思想Ａ 2

比較哲学Ａ 2

オリエント文化社会論Ａ 2

オリエント文化社会論Ｂ 2

スペイン比較文学論 2

（日本研究）

日本学研究Ａ 2

日本学研究Ｂ 2

比較日本文化論Ａ 2

比較日本文化論Ｂ 2

日本文化特殊研究 2

日本古典文学研究Ａ 2

日本古典文学研究Ｂ 2

日本近代文学研究Ａ 2

日本近代文学研究Ｂ 2

日本文学特殊研究 2

日本芸能論 2

日本語史Ａ 2

日本語史Ｂ 2

日本宗教思想研究Ａ 2

日本宗教思想研究Ｂ 2

比較日本倫理思想Ａ 2

比較日本倫理思想Ｂ 2

日本倫理思想研究Ａ 2

日本倫理思想研究Ｂ 2

日本死生学 2

比較哲学Ａ 2

比較哲学Ｂ 2

日本外交論Ａ 2

日本外交論Ｂ 2

比較政治論Ａ 2

比較政治論Ｂ 2

家族論Ａ 2

家族論Ｂ 2

（アジア研究）

アジア地域協力論Ａ 2

アジア地域協力論Ｂ 2

現代アジア交流論Ａ 2

現代アジア交流論Ｂ 2

現代アジア社会論 2

中国社会論 2

現代中国の諸相Ａ 2

現代中国の諸相Ｂ 2

韓国朝鮮社会論 2

東南アジア文化論Ａ 2

東南アジア文化論Ｂ 2

東南アジア社会論 2

アジアにおけるロシア 2

オーストラリア文化論Ａ 2

オーストラリア文化論Ｂ 2

中国語表現法Ａ 2

中国語表現法Ｂ 2

韓国語表現法Ａ 2

韓国語表現法Ｂ 2

フィリピン語表現法Ａ 2

フィリピン語表現法Ｂ 2

ロシア語表現法Ａ 2

ロシア語表現法Ｂ 2

専門プログラム専
門
教
育
科
目



授業科目 必修 選択 備考区分

中国リーディングスＡ 2

中国リーディングスＢ 2

韓国朝鮮リーディングスⅠＡ 2

韓国朝鮮リーディングスⅠＢ 2

韓国朝鮮リーディングスⅡＡ 2

韓国朝鮮リーディングスⅡＢ 2

東南アジアリーディングスＡ 2

東南アジアリーディングスＢ 2

ロシアリーディングスＡ 2

ロシアリーディングスＢ 2

安全保障論Ａ 2

安全保障論Ｂ 2

日本外交論Ａ 2

日本外交論Ｂ 2

（ヨーロッパ研究）

文化政策Ａ 2

文化政策Ｂ 2

地中海文明Ａ 2

地中海文明Ｂ 2

キリスト教史Ａ 2

キリスト教史Ｂ 2

ヨーロッパ現代史 2

公共史 2

国際思想史Ａ 2

国際思想史Ｂ 2

ドイツ文芸論 2

ドイツ文化論 2

フランス文学論 2

スペイン文化論 2

スペイン比較文学論 2

ドイツ・テクスト研究Ａ 2

ドイツ・テクスト研究Ｂ 2

フランス・テクスト研究Ａ 2

フランス・テクスト研究Ｂ 2

スペイン・テクスト研究Ａ 2

スペイン・テクスト研究Ｂ 2

ドイツ語表現研究Ａ 2

ドイツ語表現研究Ｂ 2

フランス語表現研究Ａ 2

フランス語表現研究Ｂ 2

スペイン語表現研究Ａ 2

スペイン語表現研究Ｂ 2

西洋古典語研究IＡ 2

西洋古典語研究IＢ 2

西洋古典語研究IIＡ 2

西洋古典語研究IIＢ 2

アジアにおけるロシア 2

オーストラリア文化論Ａ 2

オーストラリア文化論Ｂ 2

英米の社会と文化IＡ 2

英米の社会と文化IＢ 2

ヨーロッパ政治外交Ａ 2

ヨーロッパ政治外交Ｂ 2

中東政治外交 2

専
門
教
育
科
目

専門プログラム



授業科目 必修 選択 備考区分

（自由選択言語科目）

海外研修英語 1～6

海外研修中国語 2

ドイツ語会話Ａ 1

ドイツ語会話Ｂ 1

フランス語会話Ａ 1

フランス語会話Ｂ 1

スペイン語会話Ａ 1

スペイン語会話Ｂ 1

検定英語 2～6

検定ドイツ語 2～6

検定フランス語 2～6

検定スペイン語 2～6

海外研修ドイツ語 2～4

海外研修フランス語 2～4

海外研修スペイン語 2～4

検定韓国語 2～6

海外研修韓国語 4～8

アカデミック・リテラシー、英語コミュ
ニケーション、地域言語、演習及び卒業
研究に分類された授業科目を除くすべて
の国際関係学部専門教育科目並びに全学
共通科目

各1～2 全学共通科目は16単位以内

演習ⅠＡ 1

演習ⅠＢ 1

演習ⅡＡ 1

演習ⅡＢ 1

8

専
門
教
育
科
目

卒業研究

自由選択科目

演習



別表Ⅱ　学部基礎科目及び専門教育科目の授業科目名、単位数及び卒業に必要な最低修得単位数

(4) 経営情報学部（経営情報学科）
授業科目 必修 選択 備　考

基礎経営学 2
会計学総論 2
簿記論 2
基礎統計学Ⅰ 2
経営工学 2
基礎経済学 2
総合政策概論 2
行財政学概論 2
情報処理概論 2
経営情報システム概論 2
情報処理演習 2
情報リテラシⅠ 2
情報リテラシⅡ 2
プログラミング 2
観光学概論 2
基礎英語I 1
基礎英語II 1
英語会話I 1
英語会話II 1
英語講読I 1
英語講読II 1
検定英語I 1
検定英語II 1
スタートアップ演習 2

経営科目 組織行動論 2
企業論 2
国際経営論 2
多国籍企業論 2
国際比較経営論 2
起業家論 2
ベンチャービジネス論 2
経営戦略論 2
経営史 2
商業論 2
マーケティングⅠ 2
マーケティングⅡ 2
コーポレート・コミュニケーション 2
広告論 2
技術経営論 2
財務会計論 2
会社会計 2
経営分析 2
経営組織論 2
管理会計論 2
原価計算論 2
監査論 2
税務会計論 2
経営財務論 2
職業指導論 2
消費者行動論 2
経営統計調査法Ⅰ 2
経営統計調査法Ⅱ 2
ビジネス実践 2
人的資源管理論 2
国際人的資源管理論 2

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

専門教育科目

 （最低必要修得単位数）
　・必修科目　12単位
　・選択科目　66単位

全学共通科目、学部基礎科目、
専門教育科目をあわせた最低
必要修得単位数
　合計　　　134単位

・経営メジャー
・総合政策メジャー
・データサイエンスメジャー
・観光マネジメントメジャー

卒業には少なくとも一つのメ
ジャーの認定を受けることが必
要となる。メジャーの認定要件
は静岡県立大学経営情報学部履
修細則において別途定める。

学部基礎科目

 （必要修得単位数）
 ・必修科目　40単位
 　合計　　　40単位

区　分

学
　
部
　
基
　
礎
　
科
　
目



授業科目 必修 選択 備　考区　分
総合政策科目 公共政策論 2

ミクロ経済学 2
応用経済学 2
マクロ経済学 2
計量経済学 2
地域経済学 2
地域産業論 2
財政学 2
現代金融論 2
行政学 2
地方自治論 2
医療介護マネジメント論 2
保健医療システム論 2
地方財政論 2
社会保障政策論 2
公共経済学 2
地域福祉マネジメント論 2
医療介護政策論 2
日本国憲法 2
民法各論 2
法律学概論 2
ビジネスロー 2

情報科目 情報科学概論 2
情報理論 2
アルゴリズムとデータ構造Ⅰ 2
オブジェクト指向プログラミング 2
アルゴリズムとデータ構造Ⅱ 2
データベース 2
画像処理と認識 2
メディア処理論 2
人工知能 2
情報セキュリティ 2
Webシステム開発演習 2
情報システム開発論 2
経営情報システム探究 2
情報社会と情報倫理 2
情報と職業 2
情報工学実習 2
テキストマイニング 2
シミュレーション 2
データサイエンス実習 2
情報ネットワーク 2

数理科目 微分と積分 2
行列とベクトル 2
経営数学 2
確率論 2
基礎統計学Ⅱ 2
数理統計学 2
多変量解析 2
時系列分析 2
情報数学 2
数理工学 2
基礎統計学演習 2
離散数学 2
代数学応用 2
幾何学応用 2
解析学応用 2
機械学習 2

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目



授業科目 必修 選択 備　考区　分
観光科目 観光産業論 2

観光経営人材論 2
観光マネジメント 2
国際観光論 2
観光政策論 2
観光経済学 2
観光調査法 2
観光情報システム 2
観光まちづくり論 2
地方創生論 2
異文化コミュニケーション 2
観光人類学 2

複合科目 経営情報特別講義Ａ 2
経営情報特別講義Ｂ 2
経営情報特別講義Ｃ 2
経営情報特別講義Ｄ 2
経営情報特別講義Ｅ 2
経営情報特別講義Ｆ 2
経営情報特別講義Ｇ 2
経営情報特別講義Ｈ 2
経営情報特別講義Ｉ 2
経営情報特別講義Ｊ 2
経営情報特別講義Ｋ 2
経営情報特別講義Ｌ 2
経営情報特別講義Ｍ 2
経営情報特別講義Ｎ 2
経営情報総合Ａ 2
経営情報総合Ｂ 2
経営情報総合Ｃ 2
経営情報総合Ｄ 2
経営情報総合Ｅ 2
経営情報総合Ｆ 2
経営情報イノベーション特別講義Ａ 1
経営情報イノベーション特別講義Ｂ 1

英語科目 海外英語研修Ａ 2
海外英語研修Ｂ 2
海外英語研修Ｃ 2
海外英語研修Ｄ 1

自由選択 他学部開講科目  8以内
科　　目 他大学等開講科目 12以内
演　　習 基礎演習Ⅰ 1

基礎演習Ⅱ 1
基礎演習Ⅲ 1
基礎演習Ⅳ 1
研究融合演習Ⅰ 1
研究融合演習Ⅱ 1
研究導入演習 2
演習Ⅰ 2
演習Ⅱ 2

卒業研究 卒業研究 6

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目



別表Ⅱ　学部基礎科目及び専門教育科目の授業科目名、単位数及び卒業に必要な最低修得単位数

（５）看護学部（看護学科）

授業科目 必修 選択

運動 身体運動科学 2
研修 海外英語研修 2

日本国憲法 2
教育学 2
基礎セミナーⅠ 1
基礎セミナーⅡ 1

フレッシュマンイングリッシュⅠ 1

フレッシュマンイングリッシュⅡ 1

フレッシュマンイングリッシュⅢ 1

フレッシュマンイングリッシュⅣ 1
英語コミュニケーションⅠ 1
英語コミュニケーションⅡ 1
身体と心のセクシュアリティ 1
人間関係論Ⅰ 1
人間関係論Ⅱ 1
臨床心理学 1
健康行動論 1 　 2単位選択
運動と健康の生理学 1
健康環境論 1
医療・看護経済論 1 　 2単位選択
国際看護論 1
機能形態学Ⅰ 2
機能形態学Ⅱ 2
生物化学 1
基礎健康科学演習 2
微生物学 1
臨床薬理学 2
臨床栄養学 2
病態学 2
症候論 2
公衆衛生学 2
社会福祉論 1
保健福祉行政論 2
保健医療統計学 2
情報処理演習 1
疫学 2

専
門
基
礎
分
野

人間と人間生活の理解

　
　
　
必
修
2
8
単
位
＋
選
択
4
単
位

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の促進

　健康支援と社会保障制度

1
0
単
位
以
上
選
択

第2部門

第3部門

区分 備　　　考

総合科目

基
礎
分
野
Ⅱ

教育

基
礎
分
野
Ⅰ

第1部門

主体性と判断力の育成

必
修
7
単
位

英語コミュニケーション



授業科目 必修 選択区分 備　　　考

看護学概論 2

基礎看護技術Ⅰ 1
基礎看護技術Ⅱ 2
基礎看護技術Ⅲ 1
基礎看護技術Ⅳ 1
看護コミュニケーション論 1
看護アセスメント演習 1
看護アセスメント方法論 1
看護と倫理 1
基礎看護学実習Ⅰ 1
基礎看護学実習Ⅱ 2
慢性看護学概論 2
慢性看護援助論演習 1
急性期看護学概論 2
急性期看護援助論演習 1
慢性看護学実習　 2
急性期看護学実習 2
老年看護学概論   2
老年看護援助論 1
老年看護学演習　 1
老年看護学実習 2
母性看護学概論 1
母性看護援助論Ⅰ 1
母性看護援助論Ⅱ 1
母性看護学演習　 1
母性看護学実習 2
小児看護学概論 2
小児看護援助論 1
小児看護学演習　 1
小児看護学実習　 2
精神看護学概論 2
精神看護援助論 1
精神看護学演習　 1
精神看護学実習 2
地域包括ケア 1
災害看護セミナー 1
地域家族支援論 2
在宅看護学概論 2
在宅看護学演習 1
在宅看護学実習 2
看護コミュニケーション演習アドバンス 1
看護アセスメント演習アドバンス 1
公衆衛生看護学概論 2
ヘルスプロモーション 1
保健医療システム論 1
国際保健・災害看護論 2
コミュニティ・アセスメント論 1
公衆衛生看護活動論Ⅰ 2
公衆衛生看護学実習Ⅰ 1
公衆衛生看護活動論Ⅱ※ 2※
公衆衛生看護管理論Ⅰ※ 1※
公衆衛生看護管理論Ⅱ※ 1※
公衆衛生看護方法論※ 2※
公衆衛生看護学演習※ 1※
公衆衛生看護学実習Ⅱ※ 2※
発展看護実習 2
公衆衛生看護学実習Ⅲ※ 2※
多職種連携実習 1
看護研究 1
卒業研究A 2
卒業研究B 2
臨床シミュレーションEBN実習 2
国際保健・看護演習 1
国際保健・看護実習 2
感染看護演習アドバンス 1
看護管理論 1
看護政策論 1
看護キャリアデザイン論 2

・卒業に必要な最低修得単位数　１２６単位

・保健師国家試験の受験資格を取得するには、さらに備考「※保健師国家試験受験資格要件」11単位の
  修得を必要とする。

必
修
7
5
単
位
+
選
択
2
単
位

専門分野Ⅱ

統合分野

専
門
分
野

専門分野Ⅰ

　※保健師国家試験

　　受験資格要件

    2単位選択



講義
又は
演習

実験
又は
実習

講義
又は
演習

実験
又は
実習

社会・環境と健康 6 公衆衛生学 2

公衆衛生学実験 1

健康管理概論 1

情報科学 2

保健医療福祉論 1

社会・環境と健康の小計 6 1
人体の構造と機能 14 解剖生理学 3
及び疾病の成り立ち 解剖生理学実験 1

生化学Ⅰ 2

生化学Ⅱ 2

生化学実験 1

微生物学 2

微生物学実験 1

運動生理学 1

病理学 1

臨床病態学 3

人体の構造と機能、疾病の成り立ちの小計 14 3
食べ物と健康 8 食品学総論 2

食品学実験 2

食材学 2

調理科学 2

調理科学実験 1

調理学実習 2

食品衛生学 2

食品衛生学実験 1

食べ物と健康の小計 8 6

　 28 10 専門基礎分野小計 28 10
基礎栄養学 2 基礎栄養学 2

栄養学実験 1
栄養化学実験 1

基礎栄養学の合計単位数 2 2
応用栄養学 6 応用栄養学Ⅰ 2

応用栄養学Ⅱ 2
栄養機能論 2
応用栄養学実習 1

応用栄養学の小計 6 1
栄養教育論 6 栄養カウンセリング論 2

栄養教育論Ⅰ 2
栄養教育論Ⅱ 2
栄養教育論実習 1

栄養教育論の小計 6 1
臨床栄養学 8 臨床栄養学 2

臨床栄養管理学Ⅰ 2
臨床栄養管理学Ⅱ 2
臨床薬理学 2
臨床栄養学実習 1
治療食実習 1

臨床栄養学の小計 8 2
公衆栄養学 4 公衆栄養学Ⅰ 2

公衆栄養学Ⅱ 1
栄養疫学 1
公衆栄養学実習 1

公衆栄養学の小計 4 1
給食経営管理論 4 給食経営管理論Ⅰ 2

給食経営管理論Ⅱ 2
給食経営管理実習 2

給食経営管理論の小計 4 2
総合演習 2 0 総合演習 2

総合演習の小計 2
臨地実習 0 4 臨地実習(臨床栄養学） 2

臨地実習(公衆栄養学） 1
校外実習（給食の運営） 1

臨地実習の小計 4
　 32 12 専門分野小計 32 13

合　　　　　　　計 合　　　　　　　計

別表Ⅲ－１栄養士免許及び管理栄養士国家試験受験資格の取得に必要な授業科目名及び単位数

教 育 内 容

単 位 数

科 目 名

単 位 数

82 83

備考

専

門

分

野

8

専

門

基

礎

分

野

10



講義
又は
演習

実験
又は
実習

講義
又は
演習

実験
又は
実習

社会生活と健康 4 公衆衛生学 2

公衆衛生学実験 1

健康管理概論 1

情報科学 2

保健医療福祉論 1

社会生活と健康の小計 6 1

人体の構造と機能 8 解剖生理学 3

解剖生理学実験 1

生化学Ⅰ 2

生化学Ⅱ 2

生化学実験 1

4 微生物学 2

微生物学実験 1

臨床病態学 3

人体の構造と機能の小計 12 3

食品と衛生 6 食品学総論 2

食品学実験 2

食材学 2

食品衛生学 2

食品衛生学実験 1

食品と衛生の小計 6 3

栄養と健康 8 基礎栄養学 2
栄養学実験 1
応用栄養学Ⅰ 2
応用栄養学Ⅱ 2
栄養機能論 2
栄養化学実験 1
応用栄養学実習 1

臨床栄養学 2

臨床栄養学実習 1

治療食実習 1

栄養と健康の小計 10 5

栄養の指導 6 栄養教育論Ⅰ 2

10 栄養教育論Ⅱ 2
栄養教育論実習 1

公衆栄養学Ⅰ 2

公衆栄養学Ⅱ 1

公衆栄養学実習 1

栄養疫学 1

栄養の指導の小計 8 2

給食の運営 4 給食経営管理論Ⅰ 2

給食経営管理実習 2
調理科学 2

調理科学実験 1

調理学実習 2

校外実習（給食の運営） 1

給食の運営の小計 4 6

36 14 46 20

別表Ⅲ－２栄養士免許の取得に必要な授業科目名及び単位数

50 66

備考教 育 内 容

単 位 数

科 目 名

単 位 数



別表Ⅳ　教職に関する授業科目名、単位数及び履修方法
免許状種類 科目区分 授業科目 必修 選択 備考

学校栄養教育論 ２
学校栄養教育実践論 ２

教職論 ２
教育原理 ２
教育心理学 ２
教育社会学 ２
特別支援教育 １
教育課程・特別活動論 ２
道徳指導論 ２
総合学習の指導法 ２
教育方法 １
教育における情報通信技術の活用 １
生徒指導 １
学校カウンセリング １

栄養教育実習事前事後指導 １
栄養教育実習 １
教職実践演習（栄養教諭） ２
日本国憲法 ２
身体運動科学A ２
身体運動科学B ２
オーラルコミュニケーションⅠ １
オーラルコミュニケーションⅡ １
情報科学 ２

身体運動科学は
AまたはBのいず
れかを1科目を
受講すること

教職関連科目

栄教一種免

道徳、総合的
な学習の時間
等の指導法及
び生徒指導、
教育相談等に
関する科目

教育実践に
関する科目

栄養に係る教
育に関する科
目

教育の基礎的
理解に関する
科目



免許状種類 科目区分 授業科目 必修 選択 備考
物理学Ⅰ ２
物理学Ⅱ ２
物理学実験 １
化学Ⅰ ２
化学Ⅱ ２
化学実験 １
分析化学 ２
生物学Ⅰ ２
生物学Ⅱ ２
生物学実験 １
植物学 １
分子生物学 ２
細胞生物学 ２
地学Ⅰ ２
地学Ⅱ ２
地学実験 １
物理化学 ２
生物化学 ２
生化学実験 １
代謝工学 ２
放射化学 ２
人体生理学 ２
環境工学 ２
合成生物学 ２
微生物学 ２
発酵学 ２
食品物理学 ２
理科教育法Ⅰ ２
理科教育法Ⅱ ２

教科及び教科
の指導法に関
する科目

最低修得単位を
超えて履修した
「教科及び教科
の指導法に関す
る科目」又は
「教育の基礎的
理解に関する科
目」「道徳、総
合的な学習の時
間等の指導法及
び生徒指導、教
育相談等に関す
る科目」につい
て、併せて12単
位以上を修得

大学が独自に
設定する科目

高一種免
（理科）



免許状種類 科目区分 授業科目 必修 選択 備考
教職論 ２
教育原理 ２
教育心理学 ２
教育社会学 ２
特別支援教育 １
教育課程論 １
総合的な学習の時間の指導法 ２
特別活動論 １
教育方法 １
教育における情報通信技術の活用 １
生徒指導・進路指導論 ２
学校カウンセリング ２

教育実習Ⅰ ２
教育実習Ⅱ １
教職実践演習（高） ２
日本国憲法 ２
身体運動科学A ２
身体運動科学B ２
オーラルコミュニケーションⅠ １
オーラルコミュニケーションⅡ １
食品生命情報科学 ２

情報科学 　 ２

高一種免
（理科）

教育の基礎的
理解に関する
科目

道徳、総合的
な学習の時間
等の指導法及
び生徒指導、
教育相談等に
関する科目

教育実践に関
する科目

教職関連科目 身体運動科学は
AまたはBのいず
れかを１科目を
受講すること

食品生命科学科
は食品生命情報
科学を、環境生
命科学科は情報
科学をそれぞれ
受講すること



免許状種類 科目区分 授業科目 必修 選択 備考
英語学概論Ａ ２
英語学概論Ｂ ２
英文法Ａ ２
英文法Ｂ ２
英語音声学I ２
英語音声学II ２
教育言語学概論Ａ ２
教育言語学概論Ｂ ２
英米文学概論Ａ ２
英米文学概論Ｂ ２
英米文学史Ａ ２
英米文学史Ｂ ２
英語表現法Ａ ２
英語表現法Ｂ ２
英語リテラシースキル ２
英米文化論Ａ ２
英米文化論Ｂ ２
オーストラリア文化論Ａ ２
オーストラリア文化論Ｂ ２
異文化コミュニケーションＡ ２
英語科教育法Ａ ２
英語科教育法Ｂ ２
青年心理学 ２

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

高一種免
（英語）

「大学が独自に設
定する科目」の選
択科目又は最低修
得単位を超えて履
修した「教科及び
教科の指導法に関
する科目」又は
「教育の基礎的理
解に関する科目」
「道徳、総合的な
学習の時間等の指
導法及び生徒指
導、教育相談等に
関する科目」につ
いて、併せて12単
位以上を修得



免許状種類 科目区分 授業科目 必修 選択 備考
日本語学概論Ａ ２
日本語学概論Ｂ ２
日本語表現法ⅠＡ ２
日本語表現法ⅠＢ ２
音声言語 ２
日本語史Ａ ２
日本語文法論Ａ ２
日本語学特殊研究 ２
日本語表現法ⅡＡ ２
日本文学史Ａ ２
日本文学史Ｂ ２
日本文学研究ⅡＡ ２
日本文学研究ⅡＢ ２
日本近代文学研究Ａ ２
日本古典文学研究Ａ ２
日本文学特殊研究 ２
漢文学概論ⅠＡ ２
漢文学概論ⅠＢ ２
漢文学概論Ⅱ ２
国語科教育法Ａ ２
国語科教育法Ｂ ２
青年心理学 ２

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

「大学が独自に設
定する科目」の選
択科目又は最低修
得単位を超えて履
修した「教科及び
教科の指導法に関
する科目」又は
「教育の基礎的理
解に関する科目」
「道徳、総合的な
学習の時間等の指
導法及び生徒指
導、教育相談等に
関する科目」につ
いて、併せて12単
位以上を修得

高一種免
（国語）



免許状種類 科目区分 授業科目 必修 選択 備考

教育原理Ａ ２

教育原理Ｂ ２

教師論 ２

教育社会学 ２

教育心理学 ２

特別支援教育 １

総合学習の指導法 ２

教育課程・特別活動論 ２

教育方法 １

教育における情報通信技術の活用 １

生徒指導・生徒指導論 ２

学校カウンセリング ２

教育実習Ⅰ ２

教育実習Ⅱ １

教職実践演習（高） ２

日本国憲法Ａ又はＢ ２

身体運動科学Ａ又はＢ ２

フレッシュマンイングリッシュⅠ Ａ １

フレッシュマンイングリッシュⅠ Ｂ １

コンピュータ・リテラシー ２

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教
職
関
連

科
目

高一種免
（英語）
（国語）

教
育
の
基
礎
的
理
解
に

関
す
る
科
目

道
徳
、

総
合
的
な
学
習
の
時

間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指

導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る

科
目



免許状種類 科目区分 授業科目 必修 選択 備考
離散数学 ２
情報数学 ２
微分と積分 ２
行列とベクトル ２
代数学応用 ２
幾何学応用 ２
解析学応用 ２
基礎統計学Ⅰ ２
経営工学 ２
情報理論 ２
アルゴリズムとデータ構造Ⅰ ２
経営数学 ２
数理工学 ２
基礎統計学Ⅱ ２
基礎統計学演習 ２
確率論 ２
時系列分析 ２
数理統計学 ２
多変量解析 ２
計量経済学 ２
機械学習 ２
数学科教育法Ⅰ ２
数学科教育法Ⅱ ２

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

最低修得単位を
超えて履修した
「教科及び教科
の指導法に関す
る科目」又は
「教育の基礎的
理解に関する科
目」「道徳、総
合的な学習の時
間等の指導法及
び生徒指導、教
育相談等に関す
る科目」につい
て、併せて12単
位以上を修得

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

高一種免
（数学）



免許状種類 科目区分 授業科目 必修 選択 備考
情報社会と情報倫理 ２
情報科学概論 ２
情報処理概論 ２
情報処理演習 ２
情報工学実習 ２
情報システム開発論 ２
経営情報システム探究 ２
経営情報システム概論 ２
データベース ２
情報ネットワーク ２
情報セキュリティ ２
メディア処理論 ２
情報リテラシⅡ ２
情報と職業 ２
オブジェクト指向プログラミング ２
シミュレーション ２
アルゴリズムとデータ構造Ⅱ ２
人工知能 ２
Webシステム開発演習 ２
画像処理と認識 ２
情報科教育法Ⅰ ２
情報科教育法Ⅱ ２

高一種免
（情報）

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

最低修得単位を
超えて履修した
「教科及び教科
の指導法に関す
る科目」又は
「教育の基礎的
理解に関する科
目」「道徳、総
合的な学習の時
間等の指導法及
び生徒指導、教
育相談等に関す
る科目」につい
て、併せて12単
位以上を修得



免許状種類 科目区分 授業科目 必修 選択 備考
基礎経営学 ２
会計学総論 ２
簿記論 ２
商業論 ２
マーケティングⅠ ２
原価計算論 ２
ビジネスロー ２
国際比較経営論 ２
プログラミング ２
ビジネス実践 ２
税務会計論 ２
基礎英語Ⅰ １
基礎英語Ⅱ １
職業指導論 ２
マーケティングⅡ ２
コーポレート・コミュニケーション ２
広告論 ２
経営組織論 ２
組織行動論 ２
会社会計 ２
管理会計論 ２
経営財務論 ２
経営分析 ２
財務会計論 ２
商業科教育法Ⅰ ２
商業科教育法Ⅱ ２

高一種免
（商業）

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

最低修得単位を
超えて履修した
「教科及び教科
の指導法に関す
る科目」又は
「教育の基礎的
理解に関する科
目」「道徳、総
合的な学習の時
間等の指導法及
び生徒指導、教
育相談等に関す
る科目」につい
て、併せて12単
位以上を修得

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目



免許状種類 科目区分 授業科目 必修 選択 備考

教育原理Ａ ２

教育原理Ｂ ２

教師論 ２

教育社会学 ２

教育心理学 ２

特別支援教育 １

総合学習の指導法 ２

教育課程・特別活動論 ２

教育方法 １

教育における情報通信技術の活用 １

生徒指導・生徒指導論 ２

学校カウンセリング ２

教育実習Ⅰ ２

教育実習Ⅱ １

教職実践演習（高） ２

日本国憲法、日本国憲法Ａ又は日本国憲法Ｂ ２

身体運動科学Ａ又はＢ ２

英語会話Ⅰ １

英語会話Ⅱ １

情報リテラシⅠ ２

高一種免
（数学）
（情報）
（商業）

教
育
の
基
礎
的
理
解
に

関
す
る
科
目

道
徳
、

総
合
的
な
学
習
の
時

間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指

導
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る

科
目

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教
職
関
連

科
目


